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（令和７年９月１１日）



－１９９－ 

福祉文教常任委員会議事録 

 

１ 日  時  令和７年９月１１日（木） 午前 ９時３０分 開会 

２ 場  所  太子町議会全員協議会室 

３ 出席委員  委 員 長    中村 直幸    副委員長  濵地 知英 

        委  員    斧田 秀明          岡野 秀子 

                西田いく子          䭜本 博之 

                松井 謙昌          村井 浩二 

                早瀬 和信 

        議  長    森田 忠彦 

４ 欠席委員                

５ 説 明 員  町 長  田中 祐二   教 育 次 長  東條 信也 

        副 町 長  村岡  篤   秘書政策課長  小南 考弘 

        教 育 長  中道 雅夫   企画担当課長  田中 信幸 

        政策総務部長  小角 孝彦   福祉介護課長  䭜本 知也 

        まちづくり推進部長  鳥取 勝憲   いきいき健康課長  田村 尚子 

        健康福祉部長  木村 厚江   保険医療課長  䭜野 剛宏 
 
        地域活性化推進                 堀内 孝茂 
        担 当 部 長 
 

６ 議会事務局  事 務 局 長  正野  正   書 記  山本 夕芽 

７ 傍 聴 者                

８ 会議に付した事件 

（１）認定第２号 令和６年度太子町国民健康保険特別会計歳入歳出決算認定について 

（２）認定第５号 令和６年度太子町介護保険特別会計歳入歳出決算認定について 

（３）認定第６号 令和６年度太子町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認定につい

て 

（４）議案第30号 令和７年度太子町国民健康保険特別会計補正予算（第１号） 

（５）議案第31号 令和７年度太子町介護保険特別会計補正予算（第１号） 

（６）議案第32号 令和７年度太子町後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号） 
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午前 ９時３０分 開 会 

○中村委員長 皆さん、おはようございます。 

 本日、福祉文教常任委員会を開催させていただきましたところ、ご出席をいただきま

してありがとうございます。 

 会議に先立ちまして、町長より挨拶を受けます。 

○田中町長 皆さん、おはようございます。 

 福祉文教常任委員会の開会にあたりまして、ご挨拶を申し上げます。 

 委員の皆様方には、大変お忙しい中、ご出席を賜り、誠にありがとうございます。 

 さて、本委員会に付託された案件でございますが、決算認定といたしまして、認定第

２号、令和６年度太子町国民健康保険特別会計歳入歳出決算認定について他２件、予算

案といたしまして、議案第３０号、令和７年度太子町国民健康保険特別会計補正予算

（第１号）他２件。以上、合わせまして６件の議案でございます。 

 何とぞよろしくご審議をいただき、ご議決並びにご認定賜りますようお願いを申し上

げまして、簡単ではございますが、開会のご挨拶とさせていただきます。 

○中村委員長 本日は全員出席しておりますので、会議は成立いたしました。 

 よって、これより委員会を開会します。 

 直ちに会議に入ります。 

 今回、本委員会に付託されました案件は、決算認定案件が３件、補正予算案件が３件、

計６件でございます。 

 ご審議のほど、よろしくお願いいたします。 

 それでは、認定第２号、令和６年度太子町国民健康保険特別会計歳入歳出決算認定に

ついて、これを議題といたします。 

 本件について、説明を求めます。 

○嚨野保険医療課長 おはようございます。 

 認定第２号、令和６年度太子町国民健康保険特別会計歳入歳出決算につきまして、内

容のご説明を申し上げます。 

 ファイルナンバーの０３０２０１国民健康保険特別会計歳入歳出決算認定についてを

ご覧ください。０３０２０１国民健康保険特別会計歳入歳出決算認定についてでござい

ます。 
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 まず、歳入・歳出を通じて、令和６年度決算の概要につきまして、ご説明させていた

だきます。 

 附属説明資料の１頁、２頁になります。 

 それぞれ歳入・歳出の内訳について記載させていただいております。 

 令和６年度決算の歳入合計は１４億１千２６１万円で、前年度と比べ、２千７６８万

円、１.９％の減となっております。減の主な要因でございますが、歳出の保険給付費

の財源となる府支出金である保険給付費等交付金の減のほか、基金繰入金の減によるも

のでございます。 

 一方、歳出合計は１３億９千２５８万９千円で、前年度と比べ２千２６２万１千円、

１.６％の減となっております。減の主な要因は、被保険者数の減による保険給付費の

減のほか、事業費納付金の減によるものでございます。 

 まず、２頁の歳出からご説明させていただきます。 

 保険給付費でございますが、１人当たり医療費が上昇しているものの、被保険者数が

減少したことにより、計ア＋イ＋ウの欄でございますが、９億１千４０６万６千円、前

年度比１千７４２万円、１.９％の減となっております。 

 次に、被保険者の皆様から納付していただきました保険料などを大阪府に納付する事

業費納付金でございますが、保険料の上昇はあるものの、こちらも被保険者が減少した

ことにより、医療給付費分、後期高齢者支援金分、介護納付金分の全てが減となり、４

億２千２６８万２千円、前年度比１千４３万６千円、２.４％の減となっております。 

 なお、予備費につきましては、３９万９千円を執行しております。 

 次に、１頁に戻っていただきまして、歳入でございます。 

 まず、保険料でございますが、団塊世代の後期高齢者医療制度への移行などにより被

保険者数の減少が顕著となり、医療給付費現年分が減となりましたが、後期高齢者支援

金分及び介護納付金は増となり、保険料全体では３億１千３８５万円、前年度比２７８

万４千円、０.９％の増となっております。 

 次に、国庫支出金では、マイナンバーカードと健康保険証の一体化に伴うシステム改

修費用などの財源として国庫補助金が増となったことで、国庫支出金は５１９万３千円、

前年度比５１３万３千円の増となっております。 

 次の府支出金では、歳出の保険給付費の減に伴い、その財源として交付される保険給

付費等交付金の減などにより９億４千５０６万４千円、前年度比２千２７１万８千円、
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２.４％の減となりました。 

 次に、繰入金の一般会計繰入金では、保険基盤安定繰入金の増や職員給与費等の事務

費に係る繰入金などの増により、１億１千２０８万１千円、前年度に比べ３７３万２千

円、３.４％の増となっております。また、基金繰入金では、急激な保険料上昇を一定

抑制する目的で、財政調整基金の繰入れを今までは行っておりましたが、令和６年度か

ら保険料率が府内統一となったことにより、減額となりました。 

 次に、３頁になります。 

 ２の財政調整基金の状況でございますが、令和５年度決算から独自保健事業に活用す

るため１８７万８千１６０円を繰入れしたのに対して、余剰金の一部１千２５８万２千

３２３円を積立てし、令和６年度末で９千１３１万７千２１４円となっております。 

 次の４、令和６年度中の被保険者資格得喪届出等の内訳表では、資格取得が４４２件、

資格喪失が５５５件となっており、大幅に喪失の件数が多くなっております。 

 次の４頁は、異動状況をグラフ化したものでございます。 

 次に、５頁になります。 

 保険料収納状況でございます。現年度分では９５.５％、滞納繰越分では４３.３％と

なっております。 

 ６の保険料の１世帯及び１人当たりの額でございます。１世帯当たりの保険料は、令

和５年度と比較し、９千５２円増の２２万３千８０６円、１人当たりの保険料は７千９

３円増の１４万９千６５１円となっております。 

 ７、保険料の賦課状況の（１）保険料賦課料率及び限度額につきましては、大阪府の

統一保険料率となっております。 

 次の（２）保険料減免等の状況につきましては、非自発的失業者減免や所得の減少に

よる減免対象者をその他減免に、また、非自発的失業者減免を受けたにもかかわらず、

更に所得の減少による減免を受けた者を災害等減免に計上しております。その他政令軽

減は、記載のとおりとなっております。 

 ６頁になります。 

 ８、医療給付の状況でございます。 

 （１）の医療給付の状況では、令和５年度と比較し、件数で６９４件、保険者負担で

は１千６０５万６千５１３円の大幅な減となっております。高額医療費の状況や療養の

給付等の内訳は、（２）、（３）のとおりでございます。 
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 次に、７頁をご覧ください。 

 このグラフは１人当たり医療費の推移でございますが、コロナ禍の受診控えを経て再

び上昇傾向で、令和６年度は４３万４千２１９円となっております。 

 以上が、附属説明資料の内容でございます。 

 それでは、決算書をお願いいたします。 

 まず、歳出よりご説明申し上げます。２３２頁、２３３頁になります。 

 １款総務費でございます。１項総務管理費、１目一般管理費、支出済額１千２１４万

１千２４２円。一般管理事業の主なものは、被保険者の資格の管理や資格確認書の発行

等でございます。確認書の発行に伴う印刷や郵送、電算システムプログラム変更委託な

どの費用及び国民健康保険団体連合会への電算委託料、並びにオンライン資格確認等市

町村運営負担金の支出などとなっております。 

 ２項徴収費、１目賦課徴収費、支出済額６６７万５７１円。賦課徴収事業の主なもの

としましては、国民健康保険料の賦課決定や納付書の発送・徴収などでございます。納

付書の印刷や郵送、口座振替データの送受信、並びにコンビニ収納に係るデータの受信

に係る手数料や委託料、マルチペイメントネットワーク協議会負担金となっております。 

 ３項運営協議会費。次の２３４頁、２３５頁になります。１目運営協議会費、支出済

額８万４千円でございます。令和６年度の国民健康保険運営協議会、２回開催に係る委

員報酬等でございます。 

 次に、２款保険給付費、１項療養諸費、１目療養給付費、支出済額７億７千５４６万

４千２７９円、対前年度比１.６％の減となっております。療養給付費の減の主な要因

は、１人当たり医療費は引き続き伸びているものの、被保険者数の減少が顕著に見られ

たことによるものと考えております。 

 ２目療養費、支出済額１千９５万７千６３８円。対前年度比１１.７％の減となって

おります。 

 ３目審査支払手数料、支出済額２０４万８千５５６円、対前年度比１.７％の減とな

っております。 

 ２項高額療養費、１目高額療養費、支出済額１億２千５１万８千９８６円、２目高額

介護合算療養費、支出済額２８万１千９４７円は、高額療養費、高額介護合算療養費を

含め、対前年度比は１.３％の減となっております。 

 ３項出産育児諸費、１目出産育児一時金、支出済額２１１万８千２７１円は、被保険
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者が出産したときに出産した子ども１人につき５０万円が出産育児一時金として支給さ

れるもので、令和６年度は５人分の支給となっております。 

 ４項葬祭諸費、１目葬祭費、支出済額７０万円は、被保険者の方が亡くなられたとき

に葬祭費が支給されます。令和６年度につきましては１４件となっております。こちら

は、１件当たり５万円の支給でございます。 

 ２３６頁、２３７頁になります。 

 ５項精神・結核医療給付金、１目精神・結核医療給付費、支出済額１９７万６千２８

９円は、障害者総合支援法に基づく自立支援医療の精神通院医療費及び感染症の予防及

び感染症の患者に対する医療費に関する法律に基づく結核医療費に係る本人負担分を任

意給付するものでございます。 

 ６項移送費につきましては、支出はございませんでした。 

 次に、３款国民健康保険事業費納付金は、本町が収納しました保険料や一般会計から

の保険基盤安定繰入金などを大阪府に納付するための納付金となっております。 

 １項医療給付費分、１目医療給付費分、支出済額３億８９万３千４０９円、対前年度

比１.５％の減となっております。 

 ２項後期高齢者支援金等分、１目後期高齢者支援金等分、支出済額９千９４万６千７

５４円、対前年度比３.０％の減となっております。 

 ３項介護納付金分、１目介護納付金、支出済額３千８４万１千５１４円、対前年度比

９.２％の減でございます。 

 ４款保健事業費、１項保健事業費、１目疾病予防費、支出済額２５４万７千１８９円

は、エイズ予防パンフレットの作成費及び医療費通知を年６回実施した費用と、これに

対する郵送料のほか、総合健康診断、人間ドックの委託料としての半額補助でございま

す。令和６年度の人間ドックの受診者数は、９１人の実績でございます。 

 次に、２３８頁、２３９頁になります。 

 ２項特定健康診査等事業費、１目特定健康診査等事業費、支出済額１千６９７万６千

４２１円は、特定健康診査受診者７０６人分に対する費用のほか、特定保健指導に関す

る費用を支出しております。令和６年度の特定健診の受診率は３８.８％となっており

ます。なお、受診率の数値につきましては、国から確定数値がまだ公表されておりませ

んので、今後変更されることもある点につきましてご留意いただきますようお願いいた

します。 
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 ２４０頁、２４１頁になります。 

 ５款基金積立金、１項基金積立金、１目財政調整基金積立金、支出済額１千２５８万

２千３２３円は、財政調整基金への積立金となっております。 

 ６款公債費、１項公債費、１目利子、支出済額３万２５７円は、年間を通じて事業費

納付金等の支払いに係る資金不足を補うため財政調整基金を繰替運用しており、その運

用に係る利子でございます。 

 ７款諸支出金、１項償還金及び還付加算金、１目保険料還付金、支出済額６８万８千

３４０円は、過年度に係る保険料還付金でございます。 

 ２目償還金、支出済額１０８万円は、国・府への返還金でございます。令和５年度に

収納しました国庫や府費の確定に伴う返還金でございます。社会保障税番号制度のシス

テム整備費補助金の返還金などでございます。 

 ２項繰出金、１目一般会計繰出金、支出済額３０４万１千２２９円は、令和６年度に

開催されました一般会計において行われた国民健康保険の被保険者を対象とした保健事

業に充てるための繰出金でございます。 

 ８款予備費につきましては、一般管理事業の印刷製本費に３１万６千円、これは資格

確認書の印刷経費の不足によるものでございます。その他、高額介護合算療養費や一時

借入金利子に充当しております。 

 歳出の説明につきましては、以上でございます。 

 続きまして、歳入でございます。恐れ入りますが、２２６頁、２２７頁になります。 

 １款国民健康保険料、１項国民健康保険料、１目国民健康保険料の現年分で、１節医

療給付費分現年課料分、収入済額２億１千１５１万４千９１２円、２節後期高齢者支援

金分現年課料分、収入済額６千８５３万１千４０６円、３節介護納付金分現年課料分、

収入済額２千３４０万７千３２４円となっており、これらを合わせた現年分の収納率は

９５.５％となっております。また、滞納繰越分としまして、４節医療給付費分滞納繰

越分、収入済額６９９万８２７円、５節後期高齢者支援金分滞納繰越分、収入済額２１

８万１千９０７円、６節介護納付金分滞納繰越分、収入済額１２２万３千９６８円の収

入となっております。 

 なお、滞納繰越分のうち、不納欠損額として８２万８千２５０円を処理しております。

これらの不納欠損処理につきましては、転出等による居所不明や死亡等で整理のついた

もののほか、生活困窮、破産による財産処分による徴収不可能な保険料について処理を
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しております。 

 ２款の一部負担金の収入はございませんでした。 

 ３款使用料及び手数料、１項手数料、１目督促手数料、収入済額１３万５千８００円

となっております。 

 ４款府支出金、１項府補助金、１目保険給付費等交付金、１節普通交付金、収入済額

９億２千１４８万８７８円は、本町が行う保険給付事業に必要な財源として大阪府から

交付されたものでございます。 

 ２節特別交付金で、収入済額２千２２５万５千円は、国の保険者努力支援制度に係る

交付金や特別調整交付金、特定健診に係る国及び府の負担金でございます。 

 ２目国保事業助成補助金、収入済額１３２万８千５５円は、重度障がい者やひとり親

家庭の実施に伴う医療費負担に対する府補助金となっており、補助率は２分の１となっ

ております。 

 ５款財産収入、１項財産運用収入、１目利子及び配当金、２２８頁、２２９頁になり

ます。 

 収入済額４万２千４０３円は、財政調整基金の振替運用により生じました預金利子と

なっております。 

 ６款繰入金、１項他会計繰入金、１目一般会計繰入金、収入済額１億１千２０８万１

千３９３円、１節保険基盤安定繰入金、保険料軽減分で５千８１８万５６９円。保険料

軽減世帯に対するものとなっており、対象は９００世帯分となっております。 

 すみません、先ほど説明させていただきました利子及び配当金のところで、財政調整

基金の繰替運用によると申し上げましたが、財政調整基金の積立てによる預金利子でご

ざいます。すみません、訂正させていただきます。 

 続きまして、２節保険基盤安定繰入金保険者支援金分で３千８１万７千８５円。これ

は、保険料軽減の対象となる１人当たりの保険料調定額の割合に応じて財政支援される

ものとなっております。 

 ３節未就学児均等割保険料繰入金７４万８千９５６円で、未就学児６４人が対象とな

っております。 

 ４節職員給与費等繰入金１千３０８万３千４５６円は、一般管理費及び賦課徴収費等

の事務費に充当しております。 

 ５節産前産後保険料繰入金２万８千７７０円で、対象者は２人となっております。 
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 ６節出産育児一時金等繰入金１４１万２千１８１円で、出産育児一時金の３分の２を

繰入れしております。 

 ７節財政安定化支援事業繰入金３８５万３千７５０円は、６０歳以上の高齢者の加入

割合に応じて地方交付税措置されたものを繰り入れているものでございます。 

 ８節その他一般会計繰入金３９５万６千６２６円は、毎年８月と２月に実施しており

ます集団健康診査と同時に受診できるがん検診に係る費用や、地方単独事業実施に係る

国庫負担金減額の補塡分でございます。 

 ２項基金繰入金、１目財政調整基金繰入金１８７万８千１６０円は、本町が独自に行

う保健事業と保険料抑制のために実施された府の財政調整事業の財源としての繰入金で

ございます。 

 ７款繰越金、１項繰越金、１目繰越金、収入済額２千５０７万９千８４０円は、令和

５年度決算の歳入歳出差引額である余剰金を繰り越したものでございます。 

 ８款諸収入でございますが、１項延滞金加算金及び過料は７１万３千６１５円で、全

額が１目の延滞金となっております。 

 ２項雑入でございます。１目雑入、収入済額８５７万１千９３０円、これは、第三者

行為である交通事故による返還金や不当利得に係る返還金でございます。 

 ９款国庫支出金、１項国庫補助金、２目システム開発費等補助金、収入済額５１９万

３千円は、社会保障・税番号制度システム整備費補助金でございます。 

 以上、簡単ではございますが、令和６年度太子町国民健康保険特別会計歳入歳出決算

の説明でございます。何とぞ、よろしくご審議の上、ご認定賜りますようお願い申し上

げます。 

○中村委員長 ただいま説明がありました。 

 これより質疑を行います。 

 質疑ございませんか。 

○西田委員 大阪府の国民健康保険料は、１人当たりでいくと全国一高いという不名誉な

金額になっています。これが統一、府内統一になって、本当にべらぼうに上がったわけ

ですけれども、また、この年度も前年に比べて上がった年やったと思います。 

 だから、窓口に高過ぎて払えないという相談はないのか。滞納全体で見ますと増えて

いますので、収納率が下がっていますので、滞納が、高過ぎて払えなくて滞納世帯が増

えているのか、そのあたりをどう見ているのか、教えてください。 
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○嚨野保険医療課長 ただいま質問にありました全国一高い国民健康保険料ということな

んですけれども、令和６年度から府内統一保険料率となっておりまして、確かに、令和

６年度、国民健康保険料は高くなりました。 

 しかしながら、先ほどおっしゃった高過ぎて払えないという苦情というのはございま

せんで、現年度分、令和６年度、現年度分の国民健康保険料の収納率につきましては、

５年度より多少、０.１％なんですけれども上がっておりまして、そこまで住民の負担

になってはないかと考えております。 

 また、一定納付が困難な方がいらっしゃることは確かでございまして、保険医療課と

いたしましては、相談窓口を上げておりまして、滞納分の収納率は減っておりますが、

無理な徴収とかはしていないということで、大きな負担にならないよう、考えながら徴

収は行っております。 

 以上でございます。 

○西田委員 窓口が丁寧な対応をしているというのは聞くので、それはいいんですけれど

も、気持ちで済むものではなくて、本当に高いから、少しでもちょっと気持ちを和らげ

ようと、現年度分は０.１％ですけど増えましたと言うたけど、やっぱり全部の一般滞

納分も含めていくと下がっているということは、払えない人は払えないままになってい

くのと違うかなと思うので、やっぱり高い。この高いというところが一致して見ていっ

ていただけたらなと思います。 

 でも、やっぱり高いと言いながら、赤字にならなかったし、とんとんでもなく、基金

を積み増したではないですか。保険料で賄うというのであるならば、これ、やっぱり大

阪府の計算、間違っているのと違うかなと思うところもあって、医療にかかった、出る

ほうで言ったら、全国一高くないんですよ。医療にかかる分も全国一高かったら、保険

料も全国一高くても仕方ないかなと思うんですが、医療にかかる分でいけばそうでもな

いのに、これだけ高い保険料というのはいかがなものかって、太子町でいけば、基金を

積み増したということでは、取り過ぎているのではないんですか。 

○嚨野保険医療課長 太子町といたしましては、令和６年度、基金を１千２５３万９千９

２０円を積むことができましたが、令和６年度、この保険料が取り過ぎかどうかという

ところになりますと、いろんな要素を省きました、保険料を決めたりとか事業費納付金

とか決める大阪府の本算定というのがございますが、その中で、本来の保険料、基盤安

定負担金などで事業費納付金がきちっと賄えたかどうかという計算を大阪府がしており
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ます。その中で、令和６年度で太子町は黒字やったんですけれども、赤字団体が２３団

体、黒字団体が２０団体、全部で４３団体なんですけれども、実際に赤字の決算を市町

村が打つことはないと存じますが、大阪府が計算してやっている事業費納付金に関しま

しては、こういう今事象が起きております。 

 何度も申し上げますが、太子町は令和６年度も黒字でございましたので問題はござい

ませんが、この状況で、今大阪府でなぜ計算したとおりプラスにならないのかというと

ころを今年１年かけて財政ワーキンググループというところで精査をしております。 

 ただ、分からないこともまだまだあるみたいなので、正直、太子町の国民健康保険を

預かる身といたしましては、いつ何時赤字に陥ってもおかしくない状況ではあるのかな

と考えております。 

 ですので、基金の残額が今９千１００万円ございますが、こちらに関しましては、独

自保険事業も増やしてはいく予定ではしておりますが、いつ赤字になりましても対応で

きるようにということで、一定程度の財政調整基金は確保していきたいなと考えており

ます。 

 以上でございます。 

○西田委員 町村て、元々収納率が良かったではないですか。千早赤阪村なんて、もう断

トツで良かったように思うんですけれども、そんな中で乖離していないと思うんですけ

れども、市なんて収納率、全然、町村なんかと比べようもなく低かったと思うんです。 

 ですから、要因を分析もしてくれるんだと思うんですけど、太子町の住民さんは頑張

って払ってくれている人が多くて、収納率、ここらでとどまっているけれども、市が、

特に大阪市とか堺市とか東大阪市とか大きな市で払えない人が増えると、それはもう赤

も増えるやろうなと思うので、やっぱり高過ぎるところに問題があるのではないかなと

私は思っていますが、府からいろんな分析結果が出たら、また教えてください。よろし

くお願いします。 

○中村委員長 ほかにございませんか。 

○斧田委員 今説明いただいて、改めてちょっと確認をさせてもらいたいなと思うんです

けれども、今回、令和６年度の決算がこの水準統一の最初の年というふうなことで、先

ほどの説明もあったんですけれども、全体的な財政的な責任というのは大阪府だという

ふうに考えてよろしいんですか。 

○嚨野保険医療課長 令和６年度から全ての国民健康保険の府内統一基準というのが出そ
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ろいまして、一番最後が保険料率やったんですけれども、こちらに関しましては、大阪

府が財政に関する元締めと言ったらおかしいですけれども、責任主体となっておりまし

て、ただ、太子町といたしましても、保険者としての立場は残っております。 

 財政運営に関しましては、大阪府が責任主体となって、全ての市町村の財政を預かっ

ている。預かっているって、おかしいな。管理しているという形にはなっております。 

 以上でございます。 

○斧田委員 ありがとうございます。答えにくい、ちょっと質問しちゃって申し訳ないで

す。 

 新たなそういう制度体制が行われた最初の決算というふうな流れの中で、まずは事務

局として、そういう役割分担も含めて、適正にやれたなというふうな実感はお持ちでし

ょうか。 

○嚨野保険医療課長 国民健康保険を預かる者といたしましては、まず、国民健康保険特

別会計が赤字にならなかったということで、そこは安堵しているところでございます。 

 また、保険者としても太子町は存在しておりますので、保険給付も滞りなく給付はで

きておりますので、府と市町村の役割分担ということがちょっとあれなんですけれども、

太子町は保険者として保険給付もしておりますし、保険料の賦課もしているということ

で、特段問題はなかったかなと考えております。 

○斧田委員 ありがとうございます。 

 太子町の住民の方がこれから先も安心できるような形で、また運営のほうも頑張って

いただけたらと思います。ありがとうございます。 

○中村委員長 ほかにございませんか。 

○嚨本委員 ２２７頁の、ちょっと聞きたいのですが、普通交付金とあって、先ほど大阪

府から頂いているというのがあったんですが、これはもう毎年頂いている交付金なんで

しょうか。 

○嚨野保険医療課長 府支出金の府補助金の保険給付費等交付金のことかと思いますが、

こちらに関しましては、歳出で医療給付というのをやっております。こちらは、病院等

で患者さんが３割負担を払われて、残りの７割の部分を国民健康保険から支出している

んですけれども、その支出した分に対しまして、同額を大阪府のほうから交付金として

頂いております。 

 これが先ほど斧田委員からも質問がございました大阪府が財政主体ということで、
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我々保険診療の分をお支払いした分を大阪府が同額負担するという形を取っております

ので、ここに関しましては、広域化している中で一番肝のところになるんですけれども、

前回申し上げましたが、高額の薬を使われたりとか高額の医療を受けられた方が出まし

ても、たとえここの額がとんでもない額になりましても、大阪府が同額を交付していた

だけますので、太子町の保険者として赤字になることはないので、これは毎年頂けるも

のでございます。 

○嚨本委員 丁寧な説明、ありがとうございました。 

○中村委員長 ほかにございませんか。 

○濵地委員 ２６頁で、高額療養費と高額介護合算療養費が１.何がしポイント下がった

というふうにおっしゃったように思うんですが、下がった要因はどのように考えておら

れるのか教えていただけますでしょうか。 

○嚨野保険医療課長 高額療養費と高額介護合算療養費があるんですけれども、そもそも

医療給付費分も全体的に下がっておりますので、被保険者数が減ったことによるものと

考えております。 

○濵地委員 ありがとうございます。 

 続けて、４０頁ですね。転入転出、第４番の分ですね。 

 これのその他の部分に、転入欄に１３、転出欄に２７とありますが、この内容はどの

ようなものでしょうか。 

○嚨野保険医療課長 ４の令和６年度中の被保険者資格得喪届出の内訳の中のその他の１

３名と２７名の件かと存じますが、こちらに関しましては、社会保険離脱の分に関しま

しては社会保険離脱のところに人数を計上させていただいているんですけれども、同じ

国保組合の中で、建設国保なり医師国保なり芸能国保等いろいろあるんですけれども、

そちらの国保から太子町の国保に入ってこられたり、また、出ていかれた方の分をその

他として計上させております。 

 以上です。 

○濵地委員 ありがとうございます。 

 続けてもう１件よろしいですか。 

 ２２頁、雑入ですね。８００万何がしという回収金ですね。第三者行為による返還金

ということでお聞きしたように思うんですけれども、これは恐らく外部委託で回収業務

をお願いしているのかなと思うんですが、それでよろしかったでしょうか。 



－２１２－ 

○嚨野保険医療課長 委員おっしゃるとおりでございまして、第三者行為に関しましては、

国保連合会に委託をしております。 

 その国保連合会が収入してきた部分を過年度分に関しまして雑入で受けさせていただ

いているものでございます。 

 現年度分が早期に返ってきた場合は歳出戻入で受けさせていただくことになるんです

けれども、過年度分に関しては受けるところがございませんので、雑入で受けさせてい

ただいております。 

○濵地委員 ありがとうございます。 

 先ほどのお話の中に、太子町としても保険者としての機能があるというふうな言葉で

おっしゃっていましたので、職員としてレセプトの中身、例えば第三者行為であれば特

記事項の中に第三者行為というようなことがあるというような認識があったり、第三者

行為は、行為と分からなくても傷病名等によって第三者行為を疑われるというようなこ

とについても症状照会する必要があるとか確認する必要があるという認識というのは、

やはり職員の中で持っておく必要はあるかなと思います。 

 以上です。 

○中村委員長 ほかにございませんか。 

○西田委員 改めまして、府に統一されたら、歳入、２２９頁のほうで一般会計繰入金そ

の他、これ、独自減免がなくなりますよと言ってましたけど、もう一切なくなったんで

すか。 

○嚨野保険医療課長 町独自減免がなくなったのかどうかということなんですけれども、

その他繰入金の内容といたしましては、夏と冬に行っております集団健康診査に一緒に

受けられる胃がん検診のがん検診費用と、地単カット分、ひとり親等、障がい者等で国

費がカットされた分を補う分で地単カット分と、更に、令和６年度に関しましては、令

和５年度にヘルスアップ事業ということで一般会計のほうで国民健康保険の被保険者を

対象とした健康増進事業をしていただいていたんですけれども、それの戻し入れをして

おります。ですので、独自減免ということは一切しておりません。 

 以上でございます。 

○西田委員 保険料の減免ができなくなって、それで、大阪府の率もすごく上がって、本

当に保険料が上がってしまったんですけれども、先ほど斧田委員の説明で、財政運営は

大阪府に、そういうことになりましたけれども、大阪府が出しているのは運営方針ね。
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運営方針はこうしましょうって、府内統一のためにはこうしましょうって。でも、それ

は法を超えるものであってはならないと思うんですけれども、法定外繰入れ解消を強要

するのは、法の精神として合っているのか。 

 太子町が基金を出すということを法の精神としては禁止しているのか。その点だけ教

えていただけますか。 

○嚨野保険医療課長 大阪府国民健康保険運営方針でございますが、こちらに関しまして

は、大阪府内市町村で、皆が寄り集まりまして、広域化するのにどうしようということ

で方針をつくっております。 

 それを大阪府が出しておりますが、これはあくまでも技術的助言という立場は変わり

ませんので、太子町は保険者としていろんなことができるかというと、できるというこ

とは回答できますが、この和を崩すことによりまして、大阪府として大阪府全体として

の損害が出てくる可能性もございますので。損害というたらおかしいですね。国費の減

が出てくるかと思いますので、やらないという形になります。 

○西田委員 やれない。やったらどうなるか分かってる。ペナルティもあるよとかそうい

うのではなくて、法からいったら、今おっしゃったとおり、できるんですよ。それに口

を出すということは地方財政法違反。そういう認識を持っていただきたいと思います。 

 ですから、できるから、どういうふうにやっていくのか分かりませんけれども、忠岡

町では国民健康保険料引下げやりますというのを、基金を使うんだか、一般会計を使う

んだか、詳しいことは知りませんけれども、それをやっていくんだということを町とし

て町民を守るためにやるということを出したんです。 

 だから、改めて、大阪府が出しているのは運営方針であって、法を破ってまで押しつ

けることはできないし、太子町は法を守って住民さんを守ることができるということだ

けは確認しておきたいと思いますので、そういうことやったと思います。よろしくお願

いします。 

 そんな中でも、大阪府がこうなる中、本当に今やっと１つの町が、自治体が声を上げ

出そうとしているところですけれども、なかなかそれは言えないと思いますし、言うた

ら何が起こるか分からへんという怖さもあると思うんですけれども、でも、今の中でも

できることもあるのではないんですか。 

 減免制度ということで、大阪市がやっていることが記事に載っていたんですけれども、

一時に、去年に比べて保険料が下がったときに、減免制度があって助かったということ
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が載っていたんですけど、これ、太子町でもあるんですか。 

○嚨野保険医療課長 大阪市が行っている減免制度につきましても、先ほど申し上げまし

た国保の運営方針の中で決まっておりますので、大阪市が単独で変わったことをしてい

ることはございません。太子町でも所得の減によりまして減免という制度がございます。 

 なお、件数といたしましては、世帯で申し上げますが、３２世帯。額で４３０万円ぐ

らいの減免をしております。 

 なお、この減免させていただきました額につきましては、運営方針にも書いてござい

ますが、大阪府から交付金として頂いているという形になります。 

 以上でございます。 

○西田委員 それは、だから、すごく、もう本当に大変な人に分かるように、国保の通知

のときに大きな字で、太字だろうが赤字だろうが分かりやすいように、あなた、すごく

減っていませんかというのは知らせていただきたいと思うので、よろしくお願いします。 

 制度があるのに使えなかったら、もったいないではないですか。それに別に太子町の

一般会計から出るわけでもないので、周知をお願いします。 

 ほかに、無料低額診療事業。これもあるんですよね。 

 太子町、利用者がいてるのか、役場で、あなた、これ対象やから、これ利用したらい

いのと違いますかという世帯を把握できるのか、またこれ、どこの病院が対応してくれ

ているのか、ご存じであったら教えてください。 

○嚨野保険医療課長 無料低額制度でございますが、社会福祉法に載っておりまして、生

活困窮者のために無料または低額な料金で診療を行う事業ということで定義されており

ます。 

 正直申し上げまして、無料低額に関しましては、レセプトを見ましても把握できない

ところでございまして、太子町内でどれぐらいの利用者がいるかというのは、把握はし

ておりません。 

 近隣の病院で申し上げますと、富田林病院、羽曳野市にありますコープ診療所、大阪

狭山市にあります狭山みんなの診療所、少し遠くなりますが、東大阪市等でしたら、医

療福祉生活協同組合おおさかというところが医療法人で、医療福祉生活協同組合大阪で

すね、そちらが運営しています東大阪生協病院であり、楠根診療所ですかね、そういう

系列病院が行っております。 

 また、窓口で相談を受けた場合に関しましては、ご案内はしておりますが、あなた、
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これに該当しますよというようなことはしておりません。 

 以上でございます。 

○西田委員 ちょっと生活が苦しいという相談を受けたんですけれども、苦しかったら、

まず、私は相談を受けたら生活保護いかがですかというところで門をたたくわけなんで

すけど、ぎりぎりアウトね。 

 本当にアウトはアウトで、生活保護基準を満たしていなければという方に、だったら

こういうことも使えるやろうし、あるんだよって、これも先ほどと一緒で、お金が大変

であったらこういう制度もありますよって、こういう病院が対応してくれると思います

よとかね。 

 病院によっちゃ、やっぱりお金は払ってもらわなあかんから、そういう相談窓口に行

ったら、分割でうちはやりますよとかありますし、お金に困ったときはいつでも相談し

てくださいねというのを、太子町、言っていただいたら、払おうと思って、それで病気

を治そうと思っている人に手を差し伸べていただきたいなと思います。 

 ほかにもね、一部負担金減免制度とかもありますし、使える制度は、知っている者だ

けが使えるのではなくて知らせる努力はお願いしたいと思いますので、よろしくお願い

します。 

 続いて言ってよければ、資格確認書ですけれども、これ、混乱は起こっていませんか。 

○嚨野保険医療課長 大きな混乱というものはございませんで、特に大きな問題というの

は発生しておりませんが、以前にポイントというのがつくときに保険証とマイナンバー

カードをひもづけされた方が、その後も保険証を使っていらっしゃった方が今回夏に更

新があったんですけれども、そのときに資格確認書が来ないのは何でということでの問

合せは数件ございました。 

 あと、マイナ保険証のひもづけの話に関連させていただきまして、国民健康保険でひ

もづけをやめる、解除するというほうなんですけれども、そちらが令和７年度、最近な

んですけれども、１１件ございました。 

 後期が４件やったのに対しまして国保が１１件ということで、後期高齢のほうは資格

確認書を全員送らせていただいておりますが、国民健康保険のほうはひもづけされてい

ない方にしか送っていませんので、そのあたりで、あっ、私、ひもづけしてたんやとい

うことで、やっぱり保険証がいいという方が数名おられたのかなと考えております。 

○西田委員 詳しく、ありがとうございます。 
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 マイナ保険証が使いにくいって、使えなかったということもあるので、取り消して資

格確認書というのが増えているというのも全国的にもそういう流れがあるので、太子町

にもあるのかなと思います。 

 でも、言うたように、後期はいろいろ混乱もあるでしょうということもあって資格確

認書を全員に渡したと思うんですけど、これ、一般質問で取り上げたっけ。言うたよう

に、結局資格確認書ね、全世帯に出したって、印刷料、それだけの話やから、そんな大

したことはないではないですか。こういう混乱をなくすためにも、資格確認書を全世帯

に出してもらいたいなと思うし、それでも今のまんまだとしても、今のまんま、マイナ

保険証を持っていない人には資格確認書をずっと発行はしてもらえるんですか。 

○嚨野保険医療課長 今後も資格確認書は発行されるのかということでございますが、マ

イナ保険証をひもづけられている方に関しましては、資格情報のお知らせというのを送

らせていただきます。 

 ひもづけされていらっしゃらない方に関しましては、資格確認書を送らせていただく

ということが今のところ決まっております。今後のちょっと制度の改正があるかどうか

というのは、ちょっと今は把握しておりませんが、今のところ、今後も資格確認書は送

らせていただくという形になっております。 

 以上です。 

○西田委員 今までの保険証は勝手に届けてくれていたから、いや、来てない、どうした

んやろと思わなくてよかったんやけれども、この資格確認書が来るもんやと思っていた

ら、ある日突然制度が変わって、申請しやな届けへんよみたいになったら困るので、こ

れは、せめて今の状態は確保してもらいたいですし、できれば全員に送ったらそういう

混乱もないしというのは、ちょっと要望しておきます。 

 もう一つ、最後。 

 基金を活用して、私は保険料引下げに使えと言いましたけれども、これも今、なかな

かできない中、若年層の健診を増やしたのかな、うちは。そういうことで、努力してい

ますけど、ほかにもまた積み増したわけではないですか。基金を活用して、保護者の負

担軽減策、何か考えていることがあれば、これから考えますやったら、これからでもい

いんですけれども、教えてください。 

○嚨野保険医療課長 先ほども基金のお話をさせていただきまして、赤の団体が２３団体

あるということで説明させていただきましたので、全額全部をすぐに使うということは
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ちょっと考えてはおりません。 

 しかしながら、令和６年度からは若年者健診、４０歳未満の特定健診を受けられない

方の健診をさせていただいております。 

 本年令和７年度からは、人間ドックの、４０歳になられる方だけなんですけれども、

人間ドックの無償化ということで使わせていただいております。 

 令和８年度以降なんですけれども、まだ私の考えだけなので決定でも何でもございま

せんが、今回夏のとくとく健診、集団健診の業務に従事しているときに、若年者の方か

ら基本健診だけではなくてがん検診も受けたいという要望等をいただいておりますので、

令和８年度以降、私としましては、若年者健診を受けられる方もがん検診も一緒に受け

られるようにしていきたいなとは考えておりますが、今後、まだ財政とも検討・相談は

させていただかないといけないなと思っております。 

○西田委員 ありがとうございます。 

 本当に、赤字団体がそんだけあったら大丈夫かって、それはどきどきするのも分かり

ますけれども、基金というのは、やっぱり取り過ぎているんです。住民さんがきっちり

払ってくれたから、収納率もそんなに落ちへんでという中で、取り過ぎたやつはどう返

すのかって、保険料で引下げに使われへんかったら、今言うたみたいに、どんどんどん

どん住民さんの健康維持であったりに使っていただきたいと思いますので、もっといい

案もあれば取り入れていただいて、少しでも負担が減るように努力していただけたらと

思いますので、よろしくお願いします。 

○中村委員長 ほかにございませんか。 

（「なし」の声あり） 

○中村委員長 ないようでございますので、質疑を終わります。 

 討論に入ります。討論ございませんか。 

 討論を許します。 

○西田委員 認定第２号、令和６年度太子町国民健康保険特別会計歳入歳出決算認定につ

いて、反対の立場で討論を行います。 

 歳入総額１４億１千２６１万４１８円、歳出総額１３億９千２５８万９千２１５円、

歳入歳出差引き額及び実質収支とも２千２万１千２０３円の黒字決算になっており、基

金も９千１３１万７千２１４円と積み増しました。 

 国民健康保険料は、府内で統一されたことにより、全国一高い保険料になりました。
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１人当たり統一保険料で見ると調定額が１４万９千６５１円もの高額になっています。 

 このような中、太子町も含め府内の自治体で収納率が悪化しています。高過ぎる国民

健康保険料を引き下げてほしい。これが府民であり、太子町の住民の声です。国民健康

保険制度は、社会保障であり、住民の命綱です。高過ぎる国民健康保険料が払えず、医

療にかかれず、命を脅かすものであってはなりません。 

 忠岡町が国民健康保険料を引き下げるとの報道がありました。自治体独自の法定外繰

入れの解消の強要や大阪府が市町村独自の基金に口を出すことは地方財政法違反だとい

う認識を持ち、保険料の引下げを実施するよう求めます。 

 １８歳までの子どもの均等割を無料にすることで、負担を軽減することができます。

無料低額診療事業や一部負担金減免制度を広く知らせる努力をお願いします。 

 マイナンバーカードの取得は任意であり、強制するものではありません。後期高齢者

医療での扱いと同じ、全世帯に対して資格確認書を送付してください。基金は、取り過

ぎた保険料が蓄えられたものです。能勢町は、２０２０年から物価高騰や感染症対策支

援として国保加入者への給付、健康増進支援金１人１万５千円を給付し、実質的に国保

料軽減につながるという基金の使い方をしていました。太子町でも保険料を、基金をど

う使うのか工夫を求めます。 

 大阪府には、全国一高い国民健康保険料を引き下げること、自治体独自に法定外繰入

れや基金を使って保険料を引き下げることを認めるよう要望してください。 

 何より、国に対し国庫負担を増額し、保険料を引き下げることを強く要望していただ

くことを求め、反対の討論といたします。 

○中村委員長 ほかにございませんか。 

 討論を許します。 

○松井委員 認定第２号、令和６年度太子町国民健康保険特別会計歳入歳出決算認定につ

いて、賛成の立場で意見を述べさせていただきます。 

 令和６年度の決算におきまして、団塊世代の後期高齢者医療制度への移行や社会保険

の適用拡大により、被保険者数が大幅に減少した影響などにより、歳入歳出ともに昨年

度を下回る決算規模となっております。 

 そのような中、歳入の柱である保険料につきましては、令和６年度から保険料率が府

内統一基準となり、被保険者間の受益と負担を公平に行っております。また、財政調整

基金を活用し、４０歳未満の若年者層の健康意識を高める取り組みとして、若年者健診
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など本町独自の保健事業も実施されております。 

 今後におきましても、財政調整基金の適正かつ効果的な活用、公正な保険料徴収に努

められるとともに、被保険者の立場に立った運営に一層尽力されることを要望して、本

決算の賛成討論といたします。 

○中村委員長 ほかにございませんか。 

（「なし」の声あり） 

○中村委員長 ないようでございますので、討論を終わります。 

 採決いたします。 

 認定第２号を認定することに賛成の方の起立を求めます。 

（起立６名・反対２名） 

○中村委員長 起立６名、反対２名。 

 よって、認定第２号、令和６年度太子町国民健康保険特別会計歳入歳出認定について

は、認定することに決しました。 

 ここで暫時休憩といたします。再開は放送にてお知らせをいたします。 

午前１０時３８分 休 憩 

                                       

午前１０時５４分 再 開 

○中村委員長 それでは、再開いたします。 

 次に、認定第５号、令和６年度太子町介護保険特別会計歳入歳出決算認定について、

これを議題といたします。 

 本件について説明を求めます。 

○嚨本福祉介護課長 それでは、認定第５号、令和６年度太子町介護保険特別会計歳入歳

出決算について、附属説明資料並びに決算書に基づき、ご説明申し上げます。 

 ファイルナンバー０３０５０１をご覧ください。 

 令和６年度決算は、第９期事業計画初年度の決算となります。 

 ①決算の状況をご覧ください。 

 前年度に比べ歳入０.６％増、歳出１.１％増となり、歳入総額１３億２千５２３万８

千４７９円、歳出総額１３億１千８９８万１千９６９円、差引き額は６２５万６千５１

０円。この差引き額につきましては、２分の１以上を準備基金へ積み立てる必要があり

ますので、後ほど、第１号補正予算案でご説明いたします。 
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 その下にあります歳入歳出の内訳につきまして何点か申し上げますと、歳入の保険料

は２.１％増収、財産収入につきましては、基金を債券運用した結果、大幅な増収とな

りました。また、繰入金につきましては、内訳としまして基金より１千万円繰入れを行

いました。一方、歳出の保険給付費は３.２％、地域支援事業費は６％。ともに前年度

より伸びております。 

 ②保険給付費の状況ですが、推移グラフをご覧いただきますと、期間を通して右肩上

がり、令和２年度から令和４年度はコロナ禍により給付は横ばいに、といった状況がご

確認いただけると思いますが、今後も高齢者数の増加や介護報酬改定の影響により、給

付費は増加するものと見込んでおります。 

 ③地域支援事業費の状況では、介護予防・生活支援サービス事業費が１８.５％伸び

ておりますが、これはサービス利用者の増加が影響したものです。 

 次に、④基金残高の状況ですが、令和６年度末残高は１億８千９０８万６千２３３円

となっております。 

 続いて、２、保険料の収納状況ですが、特徴・普徴合わせて現年の収納率は９９.

５％、前年度と同水準でございました。 

 ３番、高齢者数及び認定者数の状況につきまして、①高齢者数の状況ですが、令和６

年９月末の６５歳以上高齢者数は３千９７７人となっており、事業計画推計と比較して

少し高めで推移しております。 

 ②要介護、要支援認定者数の状況では、６５歳以上の認定者数は７４０人、出現率１

８.６％となっております。下の折れ線グラフは、平成１２年度を１００％とした場合、

総人口の減少が続く中で、高齢者数、真ん中でございますが、の割合が年々増加してい

る状況となっています。 

 ４番、認定審査会。この頁は、主に認定審査会の結果について記載しております。 

 ①認定審査会の状況ですが、本町及び河南町、千早赤阪村と共同で設置している認定

審査会の開催回数は年間５０回で、太子町の審査数は６７３件、前年度より１８４件増

加しました。 

 ②２次判定変更状況ですが、１次判定の結果を基に主治医意見書や特記事項などを加

味し、認定審査会で決定された２次判定により介護度が１次判定より高くなったという

ケースは３６件ありました。 

 ③更新認定の状況は、既に認定を受けていた方の更新前後の介護度を示した表で、介
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護度が高くなったケースは９４件、低くなったケースは６１件ありました。 

 ④その他認定に関する状況ですが、認定作業につきましては、申請のあった日から３

０日以内の審査結果を出せるように取り組んでおりますが、認定に要した平均日数は３

５.８日と、やや日数を要している状況です。 

 ５番、サービス利用状況における事業計画との比較です。表は、①②とも、左から、

サービスの項目、単位、令和６年度の事業計画値、令和６年度の実績、令和５年度の実

績、そして、計画値と実績値との比率となっています。各年度の実績値は、年間の総数

を月平均に割り戻した数値となっており、各サービスの回数と日数は一月当たりの総数、

人数は一月当たりの利用者数を表しています。 

 ①介護予防サービスは、要支援１、２の方が利用するサービスで、主なサービス内容

としましては、介護予防、訪問看護や福祉用具貸与等となっています。 

 次に、②居宅サービスの状況です。サービスの中で最も利用されるものが、表の一番

上、訪問介護で月４千９９回、続いて、上から６つ目の項目、通所介護が月１千７８０

回となっております。 

 ③地域密着型サービスですが、表の一番下、地域密着型通所介護は月２００回、計画

値を大きく下回る結果となりました。 

 ④施設サービスは、施設へ入所または入院して利用するサービスです。施設サービス

全体で前年度より少し増加した実績となりましたが、概ね計画どおりの利用状況と言え

ます。下の折れ線グラフは、施設サービス利用者数の推移を表したものです。各年度末

時点の利用者数を表しています。 

 以上のサービス利用状況によりまして、６番、保険給付費の状況ですね。①保険給付

費の状況を見ますと、表の一番上、給付費のおおよそ半分近くを占める居宅サービス給

付費が対計画比９８.３％、その下、地域密着型サービス給付費が同じく６５.８％、更

にその下、施設サービス給付費が同じく１０３.４％となっており、全体の合計としま

しては、対計画比９３.３％となりました。 

 なお、下の円グラフは、上の表のサービス給付の割合をグラフ化したもので、先ほど

申し上げた３つのサービスで全体の約８８％を占めています。 

 ご覧いただいております折れ線グラフは、居宅サービス費のうち、主なサービスにつ

いて過去からの推移を表しています。一番上の折れ線、通所介護に係る給付費が多く、

続いて、訪問介護、短期入所となっております。 
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 ②居宅サービスにおける介護度別の対支給限度額比率は、介護区分ごとの支給限度額

に対して実際どの程度利用されたのかを表したものです。要介護度が重度になるほど利

用率が高くなる傾向が顕著です。 

 ③特定入所者介護サービス費の状況です。施設サービス等の利用に際し発生する居住

費と食費について、所得区分に応じた負担限度額を設定することで低所得の方に対し経

済的な配慮を行っており、各負担段階区分の合計で１１０人の利用がありました。 

 ７番、こちら地域支援事業は、被保険者が要介護状態となることを予防し、社会参加

しながら地域において自立した日常生活を営むことができるよう支援することを目的と

し、地域における包括的な相談及び支援体制、多様な主体の参画による日常生活の支援

体制、在宅医療と介護の連携体制及び認知症高齢者への支援体制の構築等を一体的に推

進することとしております。各事業の値に対する説明は割愛させていただきますが、予

算執行しましたものの中から主な取り組み結果につきましては、決算書にてご説明いた

します。 

 それでは、決算書の３０４、３０５頁、事項別明細書の歳出からご説明いたします。 

 １款総務費、１項総務管理費、１目一般管理費、支出済額４７５万９千５３１円。一

般管理事業１００万６千３１円は、介護保険事業の運営に係る事務費で、被保険者証等

の印刷代や郵便料などを執行しています。電算管理事業３７５万３千５００円は、介護

保険のシステム保守やプログラム変更等委託料、システム機器の賃借料などを支出しま

した。 

 ２項徴収費、１目賦課徴収費、支出済額１３７万４３円。賦課徴収事業では、介護保

険料の賦課徴収に係る事務費として、納付書等の印刷代や郵便料、コンビニ収納代行業

務委託料を執行しました。 

 ３項認定審査会費、１目認定調査費、支出済額１千３６８万３千６８１円。認定調査

等事業においては、要介護認定に係る経費を計上しており、会計年度任用職員報酬や医

師の意見書作成手数料のほか、３町村で共同設置しております認定審査会の事務費負担

金などがございます。 

 ４項計画推進費、１目計画推進費、支出額７万円。計画策定事業においては、介護保

険事業計画策定委員の報償費を執行しました。 

 ２款保険給付費、１項介護サービス等諸費、１目介護サービス等諸費。支出済額１２

億１千２３３万６千８７７円。介護サービス等給付事業１１億２千１４８万５千７３３
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円は、要介護１から５の方が対象となるサービスで、各細節の対象サービスですが、居

宅介護サービスは、訪問介護、通所介護、短期入所生活介護。居宅介護サービス計画は、

ケアプランの作成。居宅介護住宅改修は、手すりの取付けや段差解消などによる住環境

改修。居宅介護福祉用具は、ポータブルトイレ、入浴補助用具、簡易浴槽などが対象で、

施設介護サービスは、介護老人福祉施設や介護老人保健施設などの施設利用。地域密着

型介護サービスは、地域密着型介護老人福祉施設や地域密着型通所介護などが対象です。 

 次の介護予防サービス等給付事業１千８３８万２千１９円は、要支援１、２の方が対

象となるサービスで、各細節の内容は先ほどと同様でございます。 

 高額介護サービス等事業３千５１３万３６３円は、同月に利用した介護サービスの自

己負担が高額になった場合、所得区分に応じて上限額を超えた分を支給するもので、利

用者負担の軽減を図るものです。 

 高額医療合算介護サービス等事業５５７万３千７１５円は、介護保険と医療保険の両

制度における自己負担額の合計が上限額を超えた部分を支給するものです。特定入所者

介護サービス等事業３千１７６万５千４７円は、介護保険施設利用時の食費や居住費に

ついて、低所得者の負担限度額が超えた部分に対して介護保険から給付を行うものです。 

 頁移りまして、２目審査支払手数料、支出済額８８万５千８７９円。審査支払い事業

では、国保連合会が行う審査支払い業務に係る手数料を執行しました。 

 ３款地域支援事業費につきましては、以下、細目事業の実績をご説明いたしますが、

各事業の計画に対する実施状況や、前年度実績等につきましては、附属説明資料１０頁、

１１頁に記載がございますので、詳細につきましてはそちらをご参照ください。 

 １項介護予防・生活支援サービス事業費、１目介護予防・生活支援サービス事業費、

支出済額２千７３９万７千３円。本事業の対象は、要支援１、２を含む介護予防・生活

支援サービス事業対象者です。 

 訪問介護相当サービス事業３７２万３千７２１円は、事業所が実施する介護サービス

に相当する訪問介護サービスで、延べ２０９人の利用がありました。 

 訪問型サービスＢ事業９万２千円は、住民主体の生活援助等サービスを実施する団体

寿喜菜の会への補助金で、サービス提供者１人当たり月２千円で、サービス利用者は延

べ４６人です。 

 訪問型サービスＣ事業９万９千４２４円は、保健や医療の専門職が期間を設定し、集

中的に訪問型サービスを提供するもので、延べ１３人に対しサービス提供を行いました。 
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 訪問型サービスＤ事業７５万６千６００円は、住民主体の移動に係るサービスを実施

する団体への補助金で、桜草クラブ、プラスワンサービス、寿喜菜の会が提供するサー

ビスを利用した者は延べ６３１人となっています。 

 通所介護相当サービス事業１千８８９万９千６９０円は、事業所が実施する介護サー

ビスに相当する通所介護サービスで、延べ６３４人の利用がありました。 

 通所型サービスＣ事業１７４万２千３７７円は、専門職による短期集中予防サービス

で、保健センターで実施しております、いきいきトレーニングに係る経費、主に看護師

への報酬や作業療法士への報償費です。計３６回実施し、参加人数は延べ２３３人です。 

 介護予防ケアマネジメント事業２０８万３千１９１円は、介護予防・生活支援サービ

ス対象者のケアプラン作成に要した費用で、作成件数は延べ４３６件です。 

 ２項一般介護予防事業費、１目一般介護予防事業費、支出済額４８６万７千７４４円。

介護予防把握事業７３万２００円は、看護師によるふれんど訪問に係る経費で、介護予

防が必要な方を早期に把握し必要な相談・指導を行うため、閉じ籠もりがちな方３３名

を対象に延べ１９９回の訪問を行いました。 

 介護予防普及啓発事業８０万４千５４４円の内訳は、福祉センターで実施しているナ

ナトレ教室や、お達者健康講座の実施に係る歯科衛生士、管理栄養士、看護師などの報

酬や報償費のほか、介護予防啓発運動指導員の派遣委託料などとなっております。 

 地域リハビリテーション活動支援事業３３３万３千円は、地域での介護予防に係る運

動指導士による支援事業で、元気ぐんぐんトレーニングや高齢者交流サロンなど、地域

リハ活動への支援を行いました。 

 ３項包括的支援事業・任意事業費、１目任意事業費、支出済額６２５万６千３９３円。

介護給付等費用適正化事業３７４万３千１００円は、会計年度任用職員１名分の報酬の

ほか、介護給付費通知書の送付、ケアプラン点検や適正化システムの委託に係る経費で、

１千３０１件の通知、町内５事業所を対象に１２件のケアプラン点検を行いました。 

 家族介護支援事業１４２万４千６１７円は、家族介護講座の開催を１回実施したほか、

紙おむつ等の介護用品を４２名の方に給付しました。 

 介護相談員等派遣事業１１万７千７９０円は、相談員への報償など見守り訪問事業９

６万６千８８６円は、高齢者の見守り活動に要する各委託料で、食の自立支援事業は対

象者２１名、延べ１千３３０食分、乳酸飲料の配布による愛の一声見守り訪問は対象者

１２人、延べ９２６件、緊急通報受信相談業務は５２件の実績となっております。 
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 住宅改修支援事業４千円は、居宅のケアプランを立てていない方の住宅改修理由書作

成に対し補助しました。 

 ２目在宅医療介護連携推進事業費、支出済額２６９万６千３２円、在宅医療・介護連

携推進事業では、本事業に係る事務補助アルバイト職員の雇用と、富田林市、河南町、

千早赤阪村を含めた１市２町１村と医師会、歯科医師会、薬剤師会との７者による医療

介護ネットワーク推進会議の実施を富田林医師会に委託しました。 

 ３目認知症総合支援事業費、支出済額９６８万６１６円、認知症地域支援・ケア向上

事業２３７万６千３３６円の内訳は、地域包括支援センターに配置する認知症地域支援

推進員である社会福祉士の人件費のほか、認知症ケアパス作成業務委託料などです。 

 認知症初期集中支援推進事業４万円は、地域包括支援センターに設置された認知症初

期集中支援チームの専門職に対する研修負担金です。 

 ４目地域ケア会議推進事業費、支出済額６４万７０２円。地域ケア会議推進事業では、

地域ケア会議開催に係る講師謝礼や助言者の派遣業務委託料を執行しました。 

 ４項その他諸費、１目審査支払手数料、支出済額５万９千７４１円、審査支払い業務

を行う国保連合会に対する手数料として執行しました。 

 ４款基金積立金、１項基金積立金、１目介護給付費準備基金積立金、支出済額６０７

万８千６２２円。ここでは、令和５年度決算剰余金の積立てを行っております。 

 ５款公債費、１項公債費、１目利子、介護保険事業の運営資金を確保するため、基金

より繰替運用を行った機関に対し３千３２２円を一時借入金利子として基金へ支出しま

した。 

 ６款諸支出金、１項償還金及び還付加算金、支出済額２千３３万６千９７４円。内訳

としまして、第１号被保険者に対する還付金のほか、国・府支出金の精算を行っており

ます。 

 ２項繰出金、１目一般会計繰出金、支出済額７８５万８千８０９円。これは、一般会

計において執行しました重層的支援体制整備事業に対し、当該事業に係る介護保険料負

担分を繰り出したものになります。 

 ２９８頁にお戻りいただきまして、続けて、歳入のご説明をいたします。 

 １款保険料、１項介護保険料、１目第１号被保険者保険料、収入済額３億８９４万３

千５２０円、不納欠損額９３万６千８５０円、収入未済額２４９万２千１４０円、ほぼ

前年度並みの値となっております。 
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 ２款使用料及び手数料、１項手数料、２目督促手数料、２万３千３００円を収入。 

 ３款国庫支出金、収入済額２億７千２９９万５千３０２円。内訳としまして、介護給

付費負担金、普通調整交付金などを収入しております。 

 ４款支払基金交付金、１項支払基金交付金、１目介護給付費交付金、収入済額３億４

千３５８万２千３３８円は、４０歳から６４歳の第２号被保険者の保険料相当分を社会

保険診療報酬支払基金から収入しています。 

 ２目地域支援事業支援交付金、収入済額８４６万４千４５０円は、支払基金から交付

されたものです。 

 ５款府支出金、収入済額１億８千９８万６千４１４円。ここでは、介護給付費や地域

支援事業に対する大阪府の負担金、交付金を収入しております。 

 ６款財産収入、１項財産運用収入では、基金の運用益としまして２４万９７３円収入

しました。 

 ７款繰入金、１項一般会計繰入金、収入済額２億６７８万６千５３５円。内訳としま

して、介護給付費や地域支援事業、事務費等に対する一般会計負担分のほか、低所得者

の保険料軽減措置に対する繰入れを行っています。 

 ８款繰越金１千１６７万５千２９７円は、令和５年度の決算剰余金です。 

 ９款諸収入では、延滞金として４千８００円を収入しました。 

 以上で、本件の内容説明を終わります。よろしくご審議の上、ご認定賜りますようお

願い申し上げます。 

○中村委員長 ただいま説明がありました。 

 これより質疑を行います。 

 質疑ございませんか。 

○西田委員 これ、第９期１年目ということで、まあ２年目も半分過ぎようとしているん

やけど、進み具合、計画どおり進んでいるとお考えですか。 

○嚨本福祉介護課長 計画と実績の比較につきましては、附属説明資料の中に詳しく記載

がございますが、給付費も全体としまして計画内に収まっており、２年目、３年目の介

護保険事業の運営に影響を及ぼすような結果ではないという点からも、概ね計画どおり

と考えています。 

○西田委員 でも、何か保険料で賄っていると思ったら、プラマイゼロぐらいかでいてほ

しいと思うのだけれども、この基金の余り具合はそんな多くもなく、今後等思えば、こ
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れぐらいというのも計画範囲内。 

○嚨本福祉介護課長 準備基金の残高につきましては、計画値ではもう少し取り崩す必要

があるような計画になっておりましたが、ちょっと、若干給付のほうが見込みよりちょ

っと伸びが抑えられたということもございまして、結果的に基金の残高が計画値よりは

ちょっと多いといったような状況でございます。 

○西田委員 給付の伸びが抑えられたのが、介護にかからなくてもいい、それで軽く済む

住民さんが多くて伸びひんかったのであったらそれはそれでいいし、余ったら余った分、

本当は計算、そやから言うたって、３年分きっちり出るわけもないから、余った分は次

期の第１０期に使ってもらうのであったら、それはそれかなと思うので、それなりに進

んでいるなとは思っております。 

 以上です。 

○中村委員長 ほかにございませんか。 

○松井委員 附属資料の４頁のところの認定審査会のところの②という、２次判定変更状

況の表なんですけれども、ここで括弧書きの、却下除くという意味合いと、それと、次

の縦ですね。この表の中の縦に１次判定。横に２次判定という見方をしているんですけ

れども、例えば縦の要介護１というところで、それで、２次判定が要支援２というとこ

ろなんですけれども、この要介護１、１次判定要介護１で２次判定が要支援２になると

いうことは、低くなったということではないんでしょうか。ということは、１３という

のが低くなったケースに該当するのかなというふうに思っています。 

 それで、次の１個上の１次判定要支援２というところが、今度２次判定で要介護１と

いうことで、１２のところもこれは網かけになっているんですけれども、この１２とい

うのも高くなったケースに勘定せなあかんの違うのかなと思うのだけれども、この辺ち

ょっと分かりにくいので、ちょっと教えていただければと思います。 

○田村いきいき健康課長 私からちょっと説明させていただきます。 

 介護保険の認定審査会ですけど、まず、１次判定、認定調査の結果で判定が出まして、

２次判定がその審査会で様々な専門職の方が来られて、そこで、審査会の中で最終的な

介護度を決定している状態です。 

 今、委員のちょっとお話がありました要支援２と要介護１なんですけど、区分として

は分かれているんですけど、段階としては同じ状態像ということで決められていますの

で、そこは変化を取っていない。だから、高くなったケース、低くなったケースに含め
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ていない表になっております。 

 以上です。 

○松井委員 それで、その網かけのところが、この要支援２と要介護１のところは４つ網

かけで、一個一個が階段状になっていなくて、ここのところは４つ網かけになっている

ということですか。それ何か、一緒にしているというのがもうちょっと分からないんで

すけどね。 

○田村いきいき健康課長 そうですね。判定としては要支援２と要介護１は、住民の方に

お知らせするときには介護度は変わったような状態では送らせていただいているんです

が、介護保険の制度の考え方として、要支援２と要介護１は同じ状態像で、状態像でそ

の２次判定の結果で要支援２、要介護１というのが振り分けられていますので分かりに

くいと思われるんですけど、同じ区分の分類として、この表としては入れている状態で

す。 

 以上です。 

○中村委員長 ほかにございませんか。 

○斧田委員 今の認定審査会でも、ちょっと説明があったときに、大体、これ、認定に要

した日数は、本来は３０日ぐらいでないといけないというんですけれども、実態的には

５.８日ぐらい延びているというふうなところで、そこら辺の内容というんですか、ど

うしてそう時間がかかってしまったのかというふうなことと、それに対して何かやられ

ているかというのがあれば教えてください。 

○嚨本福祉介護課長 ３０日より若干日数を要している一番大きな要因は、主治医の意見

書ですね。意見書照会。これ、どのタイミングで意見書の照会をするんだということで

すけれども、ご本人さん、申請をいただいてから役場がかかりつけ医、当然書いていた

だいていますので、そこの病院に意見書を照会するというようなことで、スムーズに返

ってくれば、当然３０日以内というようなカウントもあるんですけれども、場合によっ

ては、かかりつけ医と本人が思っていてこちらが照会をかけても、うち違いますよとい

うような、ちょっとやり取りがあったりするケースも結構ございます。 

 そういったことで、トータルで見ると平均して３５.８日というような日数を要して

おるわけですけれども、やはりちょっと意見書はどれだけスムーズに取れるかというと

ころが大きく日数に影響しているかと考えております。 

○斧田委員 ありがとうございます。 
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 審査の経過の中でそれだけの日数がかかっているということはあるんですけれども、

実態的にというんですか、退院を余儀なくされたりというふうなことで、ある程度こう

いう審査が終わる前にでもそういう取り組みをしてあげないといけないような状況があ

るかと思うんですけど、そういうふうなものはどういうふうにされていますか。 

○嚨本福祉介護課長 この日数を要していることによりまして、利用者に不利益がないよ

うに、そこは配慮いたしております。 

 申請時点でおおよその状態をお伺いして、早急にちょっとサービス提供が必要なケー

スであれば、結果が出る前に、もう申請時までマックス遡ってサービス提供というよう

なことも実際やっておりますので、利用者の不利益にはならないようには配慮しており

ます。 

○斧田委員 ありがとうございます。 

 利用される方がスムーズにいっていただけるよう、またよろしくお願いします。 

 それと、説明されている中で、基金の運用益がすごく高く運用ができたということな

んですけど、これまでやっていたものに対して、何というんですか、何かそういうのに

取り組んだというのがあれば教えてください。 

○嚨本福祉介護課長 従前まで、介護保険準備基金につきましては定期預金一本で基金を

運用しておりましたが、昨年、最近そうでもないですけど、昨年度からちょっと低金利

がずーっと続いておりましたので、そのときに債券へ、短期の国債でございますけれど

も、債券にちょっと運用を切り替えた結果、ちょっと運用益が増加したというような状

況でございます。 

○斧田委員 ありがとうございます。 

 中々、こういう介護保険の事業の中で、ある程度、今まで以上に収益を上げるなんて

いうのは難しいことだと思うので、頑張っていただけたらと思います。 

 それと、あと、地域密着型の施設の利用数かな。若干ちょっと少なくなっているよう

な状態なのは、何か原因があるんでしょうか。 

○嚨本福祉介護課長 地域密着型施設の利用ですけれども、確かにちょっと数字を見る限

り、ちょっと減少しているというようなことでございますが、これ町内の場合、かなり

限定された施設数しかございませんので、要は母体が傾向を探るにはちょっと少な過ぎ

るというようなことがございます。 

 ただちょっと状況、スタッフさん、介護職に就かれているスタッフさんだとかにちょ
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っと聞いている限りでは、施設型の介護サービスが、例えばサービス付き高齢者住宅と

かそういったものが最近増えております。そういったところにちょっと利用者が流れて

いたりするのかなというようなこともおっしゃっていました。 

 確かにそういう施設を利用されている方、年々全国的にですけどこれは、増えており

ますので、そういったことも１つの要因としてあるのかなと考えております。 

○斧田委員 どうもありがとうございます。 

○中村委員長 ほかにございませんか。 

○西田委員 認定審査会を聞くんですけれども、本当に配慮とか努力で何とか補っていま

すけれども、これもう当初から本当に３０日なんて無理じゃないというぐらいにどこの

自治体も時間を要したと思うんですけど、そんなん、これ何とかしようと思ったら、調

べてはったら、やっぱり一番多いの、主治医意見書の取得に時間がかかるというのがす

ごく多くてというところにも苦慮しているとは思うんですけれども、苦慮の中で、今だ

から、認定審査会を原則３０日以内に何とかしようよという中で、お医者さん、１３日

以内にとか目安を決めて３０日に押し込もうとしていますけど、それで解決するのやろ

うか。 

 認定者数も増えていますよね。そんなんであったら、３０日以内にそういうことも決

めても、もしかしたらうちでいけば、３町村の日数を増やさなあかんの違うのかとか、

これを本当に３０日以内にしようと思ったら、何が一番、そうやって国がお医者さんに

ぎゅっと言ってもらうのが一番いいとお考え、それをやっても、本当に認定者数が増え

ていたら、３０日以内という、その目標自体が中々難しい設定になっているのかなと思

うんですけど、どうお考えですか。 

○嚨本福祉介護課長 確かに、現状のままですと、委員おっしゃるようにお客さんばかり

増えて追っつかないというような状況が考えられます。 

 要介護認定につきましては、昨年度に閣議決定されました規制改革実施計画という中

に、デジタル、ＡＩ等を活用した要介護認定の迅速化及び科学的合理性の確保等という

事項がございまして、要介護認定に関する様々な規制改革の内容が、実施時期も含め、

示されております。 

 ＡＩの利活用につきましては、加速化する技術革新により今多くの分野で需要が急増

することが想定されますが、ほかにも判定に必要な、先ほどから出ております主治医意

見書を申請時に同時に提出することについての検討も含まれているということで、現在
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時間を要している大きな要因の１つが解消されれば迅速化につながるものと期待はして

おります。 

 しかし、増加する申請数に対処するための人員も含めた保険者側の体制づくりにつき

ましては、今後もしっかり取り組んでいく必要があると考えます。 

 以上です。 

○中村委員長 ほかにございませんか。 

○岡野委員 長く猛暑が続く中なんですけれども、高齢者の方たちはどんな日々を送って

おられるのか、心身の状態が気にかかります。 

 人に聞いたら、外出を控えて、買い物に行くのが少なくなったし、家で１日中クーラ

ーを入れて過ごしているって。それで、近所の人たちとも、あんまり暑いから話す機会

もなくなっていると話されます。こういった日々を送っていると身体的機能が衰えるし、

人と接することも少なくなったら精神的にも落ち込み、要支援や要介護の人が増えてい

くのではと懸念します。 

 デイサービスのお迎えに行ったら倒れておられるのを発見したとの報道も耳にするん

ですけれども、太子町で、この夏熱中症で倒れたり救急車で搬送された方がいたのかと

いう報告が福祉介護課に入っているのでしょうか。お教えください。 

○嚨本福祉介護課長 高齢者の熱中症による搬送等の件数につきましては、うちには入っ

てございません。 

 恐らく消防に入っておるのではないかと思いますけれども。 

○岡野委員 ありがとうございます。 

 でも、やっぱり高齢者の人は、福祉介護課の人がその実態をちゃんとつかんでいただ

きたいなと思いますので、また調べといてください。 

 次に、また要望なんですけれども、今後も地球温暖化で猛暑の夏がやってくる可能性

が高いと言われていますね。言ってはりますけれども、高齢者の方たちを孤立させない

ためにも、人との触れ合い、おしゃべりもできる、身近に気軽に集まれる居場所の確保

などを今から来年に向かってぜひ対策を考えていただきたいなと思います。よろしくお

願いします。 

○中村委員長 要望でよろしいですか。 

○岡野委員 はい。 

○中村委員長 ほかにございませんか。 
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○岡野委員 あと、すみません。 

 また訪問事業所の空白地域が増えたんですけれども、２０２４年４月、介護基本報酬

が改正されて、訪問介護の事業所の倒産や廃業は過去最多の７８４件、これは２０２４

年の１２月末で、訪問介護の事業所のない空白自治体は１０７市町村でした。 

 ところが、また２０２５年６月末には空白自治体は１１５になっています。 

 太子町では、現在どうですか。６月の一般質問のとき、お聞きしたんですけれども、

太子町の実情をね。 

 事業所の倒産はないけれども、ヘルパーさんの手が足りず、募集しても応募がないと

のことでしたが、その後どうなっていますか。深刻な事態と認識しておられるのでしょ

うか。 

 介護保険を食い止めるために、太子町独自で事業所や介護職員を守る方策を考えてお

られますか。考えておられるなら、教えてください。 

○嚨本福祉介護課長 介護業界を取り巻く人材不足の状況につきましては、以前と変わり

なく大きな課題となっております。 

 ちなみに、訪問介護事業所のちょっとお話、倒産件数の話とかでいただいております

けれども、片方で、これ、厚労省の調査なんですけれども、昨年、６、７、８、三月間

のちょっと統計になっていますけれども、訪問介護事業所の休止・廃止数５５２件に対

しまして新規・再開５８３件ということで、プラス３１件というような、こういった数

字もございますので、どんどんどんどん減り続けているといったようなちょっとイメー

ジは現状と合っていないのかなというふうに思いますので、紹介させていただきました。 

 あと、太子町でも、今のところ事業廃止された事業所は、主に訪問系の事業所ござい

ませんけれども、大きく見ますと、恐らくその空白地帯が増えているとかということも

考えますと、どうしても事業の効率性を求めますので、特に訪問系につきましてはね。

ですので、ちょっと便利なところ、都心に近いところへ事業所がちょっと集中している

のかなというふうなことは、これは推測ですけれども、思っております。 

 町内のそういった状況に対する事業所への援助というのは、これからもずっと、これ、

すぐに解決する問題ではないと思っています。それでまあ、人材不足の面であったり、

また事業費、そもそもの運営費のところであったりとか、そういったことは国費を活用

しながら、ちょっと今年度も物価高騰対策といったようなところで手当てさせていただ

いたところですけれども、引き続き現場のお話をやはり聞くところから始まると思いま
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すので、そういった声を聞きながら、効果的な何か対策ということで、そちらも検討し

てまいりたいと考えています。 
 以上です。 

○岡野委員 ありがとうございます。 

 ぜひ介護職員の処遇改善について、国へ積極的に働きかけていってください。よろし

くお願いします。 

 もう一つだけです。すみません。 

 コロナ禍が続き、介護相談員さんの施設訪問事業は休止されていましたが、今年１月

か２月からかな、久しぶりに会議があって、復活しました。 

 今何人の相談員さんがおられて、施設訪問は何か所か。またコロナもちょろちょろと

あるんですけれども、時間制限はありますか。 

 その訪問事業は、コロナ前と比べてどうですかというのをちょっとお聞きしたいんで

すけれども。 

○嚨本福祉介護課長 介護相談事業ですけれども、相談員さんの数は現在７名いらっしゃ

います。 
 町内の事業所に定期的に訪問していただくわけですけれども、施設系につきましては

毎月。これ、２人一組で訪問していただいております。 
 通所関係につきましては、２、３か月に１回といったところで、若干頻度はあれしま

すけれども、そういった形で毎月相談員さんに事業所の訪問をしていただいております。 

○岡野委員 コロナ禍と比べて、施設に訪問しにくくなったとか、人間関係がどうなった

とか、そんなん、あれはないですか、声。介護訪問相談員の方から。 

○嚨本福祉介護課長 コロナ禍のときは、そもそもちょっと施設側がお断りしてはったと

いう部分もございまして、事業自体実施しておりませんでしたけれども、昨年あたりか

らちょっと行き出していただいておりますけれども、やはり訪問先が高齢者の施設とい

うこともありまして、そのときそのときの感染系の病気であったりとかというのがちょ

っとはやっておったら、そこは施設さんのご事情に合わせた形で、ちょっと今回延期し

てほしいというような要望がありましたら、またスケジュール再調整といったようなこ

とで調整はさせていただいております。 

 通常の状態ですと、相談員さんの報告、毎月読んでおりますけれども、特段何か喫緊

に問題があるといったような報告はございませんで、皆さん話し相手になっていただい
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て、利用者側の意見もちょっと載っているんですけれども、大変喜ばれているといった

ような好意的な声が多くございます。 

 以上です。 

○岡野委員 ありがとうございました。 

 相談員は、利用者さんの気持ち、声を傾聴し、施設や行政に伝えるつなぎ役として大

切な役割がある存在だと思うんですねんね。だから、これからも続けてよろしくお願い

します。ありがとうございました。 
 これで質問を終わります。 

○中村委員長 ほかにございませんか。 

○西田委員 介護保険料、努力をしていますけれども、本当に高い。国民健康保険料もや

けれども、介護保険料も。 

 本当、３年ごとということで、今１年目の決算をしていたのも、２年も途中やし、も

う今、これから今度は第１０期をやらなあかんということで、この間会議でアンケート

調査も始まるということやったんやけれども、制度そのものが変わらへんかったら、い

ろんなところで保険料を下げることを、住民にとってええことでやっているかどうか分

かりませんけど、議論されているみたいなんですけれども、根本的には、国がお金をど

れだけ入れるか。もっとつぎ込まん限りは上がり続けるんやと思うんですけれども、今、

先ほどの認定審査会の日数を何とかしようみたいなこともありますけれども、保険料が

これ以上上がらないために、いろんな、何でもいいんですけど、今国で現在進められて

いる審議で、保険料に影響するような何か情報が入っていれば、教えてください。 

○嚨本福祉介護課長 １０期目の保険料の水準につきましては、介護サービス対象者の高

齢化はもとより、物価やサービス事業の増加、報酬会計の動向など考慮しますと、今よ

り高い水準になることが想定されます。 

 国の動きにつきましては、これから活発になり、保険者にも様々な情報が入ってくる

と思いますが、現時点では具体策が示されているわけではございません。 

 ただ、これ、厚労省ではなしに財務省主計局のお話ですけれども、そちらで保険給付

の効率的な提供、給付の効率化ですね。と、あと、保険給付範囲の在り方の見直し。も

う一つ、高齢化・人口減少化での負担の公平化。こういった観点から多数の施策を提起

しているという話は入ってきております。 

 以上です。 
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○西田委員 何か、中身分からへんけど、効率的に、負担の公平、片方で国の大枠の予算

では社会保障費削減、その方向に進んでいるから、良くなることはないなと思いながら、

行方は私も注視していきたいと思います。 

 制度が変わらない中で、本当うちが一生懸命努力しているのは、１人でも介護保険に

かからなくて済むように健康に過ごせるということで、介護予防に対しては、そら頑張

っていると思うんです。会議で、この間も委員さんから、よそに行ったら、よその人が、

太子町はほんまに充実してていいですねと言われて褒めてもらって、自分がやっている

わけでもないけれども、自分の自治体がやっぱり褒められるのはうれしいなという声も

あったんですけど、でも、それの中の地域の要望で頑張ってはるボランティアの方も、

最初仕事を辞めてボランティアをしようと思っていた人が、そのままちょっと高齢化し

てくるではないですか。だから、その頑張りはボランティアさんに支えられていると思

うのだけれども、それでいくと、今後の運営に懸念することはないのか、このまま高齢

化が進んだらボランティア団体がなくなるのと違うのかとか、そういう心配はないのか、

そういう意味では、育てる努力をしているとかあれば、教えてください。 

○田村いきいき健康課長 委員のおっしゃるとおり、ボランティアの方に支えられて介護

予防または生活支援を目的とした介護予防・日常生活支援総合事業、総合事業なんです

が、そちらに関しましては、ボランティアの方の、地域の住民の方の力で現在行ってお

ります。 

 この事業ですけど、平成２９年度から始まっておりますので、開始当初は団塊の世代

の方が７５歳以上に到達する２０２５年を見据えた視点で取り組んできていますが、現

時点、もう２０２５年ということで、次の視点としましては、その団塊のジュニア世代

が６５歳以上となります２０４０年を見据えて、介護予防の取り組みを考えていく必要

があると実感はしております。 

 委員のご指摘のとおり、担い手の高齢化というのは、実際協議体等で生の声で聞いて

おります。現在実施しております生活支援・移動支援等の担い手の後継者を団体につな

げていけるように地域の身近な社会福祉協議会等と連携しながら努めていきたいと考え

ております。 

 以上です。 

○西田委員 本当に、昔は６０定年で、６０以降は何しましょうやったけど、６５定年に

なって、ところが年金も減っているし物価も高いから、その後まだ仕事をしようという
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ぐらいの話になっている中で、なかなか地域のボランティアさんも少なくなっていると

思うんです。 

 ですから、附属説明資料に移動支援Ⅾ型、桜草、プラスワン、寿喜菜の会とかがやっ

てはって、これ、もう人気で予約を取ろうと思っても取られへんねんと言っていたから、

１００％いくかなと思ったけど、計画、これは高過ぎたん。それとも、やっぱりそれに

見合うことができなくて１００％にいけへんかったのか、そういうところも何となく心

配やなと思っています。 

 ですから、住民さんのボランティアで、やっぱり住民の力を借りてつながりをつくる

というのも大切やけど、一方で、町の施策としてそこを補う。もうちゃんとお金を出し

て施策として補うことが１つ必要ではないかなと思って。 

 公共交通、走っていますけど、公共交通の本数が足らんといえども、走っていたらバ

ス停に行って、そこから行きたいところには行けるんやけれども、高齢者の中でもそれ

では足らん、行かれへんからこの移動支援Ⅾ型なんかを使っていると思うのだけれども、

その人たちのために介護タクシー、これ、言ってんのに１個もなれへん。介護タクシー

の補助とか、よそやったらやっている、介護タクシーやから、普通のタクシー。タクシ

ーのチケットとか、そういうところで補うことなんかは考えにありませんか。 

○嚨本福祉介護課長 現在高齢者の移動サービスに取り組んでいただいている体制を将来

的にも維持・拡充していくことがまず重要であると考えています。 

 人材不足も懸念されますけれども、行政といたしましては、現場との連絡体制、これ、

日頃から密に取っておりますので、事業存続に向けた効果的な取り組みを継続してまい

りたいと考えています。 

 その中で、介護タクシー、タクシーチケットですかね。の、補助も含め、様々な制度

設計を検討する機会があると考えております。 

 以上です。 

○西田委員 ありがとうございます。 

 公共交通の片方で走っているのと、それは邪魔したらあかんみたいやから、そうやと

思うのだけれども、福祉としてできることはないかというのもまた検討していただけた

らと思います。 

 そんな中で、だから、一生懸命やっていて、一生懸命やっているけど、この介護保険

で、いや、もう、予定どおりいけへんで、大阪府の財政安定化基金、これ何ぼため込ん
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でいるのかなと思うのやけど、これ使っている自治体なんか、もう聞けへん、最初の頃

はあったと、計算がうまいこといけへんで、あったと思うのだけれども、そしたら、大

阪府財政安定化基金を使わずにためるばっかりやと思うのだけれども、そこには幾らお

金があるか、ご存じやったらちょっと教えていただけますか。 

○嚨本福祉介護課長 大阪府の財政安定化基金、これうちもたしか２期目にお世話になっ

たと思うんですけれども、これ現在おっしゃっているように、お世話になっている、貸

付けを受けている団体は、府内ございません。 

 基金の残高なんですけど、これあくまでちょっと大阪府のホームページからというこ

とになりますけれども、基金の残高につきましては、約２００億円ほどあるというふう

に考えております。 

 以上です。 

○西田委員 そのお金、ため込んだって使うところないし、大体自治体も、最初失敗はし

たけれども、大体どれぐらいかという計算もできるし、どっちかというたら多めに取っ

ているから赤字にならへんという話や、３年間の計画。 

 大阪府、こんなようさんためてるんであったら吐き出せという要望はしていただきた

いと思いますので、よろしくお願いします。 

○中村委員長 ほかにございませんか。 

（「なし」の声あり） 

○中村委員長 ないようでございますので、質疑を終わります。 

 討論に入ります。討論ございませんか。 

 討論を許します。 

○岡野委員 意見をつけて、賛成します。 

 認定第５号、令和６年度太子町介護保険特別会計歳入歳出決算認定について、意見を

つけて賛成の討論を行います。 

 歳入総額１３億２千５２３万８千４７９円、歳出総額１３億１千８９８万１千９６９

円、歳入歳出差引き額及び実質収支とも６２５万６千５１０円の黒字決算です。 

 ２０００年から始まった介護保険制度は、介護報酬の連続削減、１割負担の利用料の

２割、３割への引上げ、介護施設の食費・居住費の負担増、要支援１・２の訪問・通所

介護の保険給付外し、要介護１・２の特養入所からの締め出しなど、介護現場の苦難に

拍車をかけ、利用者・家族の負担を増やし、介護サービスを受けにくくする制度改悪が
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続けられてきた中で、介護の基盤が脆弱になっています。 

 介護保険料の全国平均基準月額は、第１期では２千９１１円だったものが第８期には

６千１４円と２.０７倍にもなりました。太子町でも、基準月額は第１期２千９２５円

からこの第９期には６千３８０円と、２.１８倍です。 

 全国的には、訪問介護施設が０の自治体が増えるなど、高い保険料を払った先にサー

ビスが受けられない状況すら生まれており、保険あって介護なしの状態は、年々深刻さ

を増しています。 

 太子町では、これまで据え置いたことがありましたけれども、保険料基準額を引き下

げたことはありませんでした。 

 準備基金を全額保険料引下げに充て、第９期、２０２４年度からの保険料を基準額で

１００円とはいえ値下げしたことに対し、評価をいたします。 

 また、そのために国基準を上回る段階を設定もしました。 

 それにしても、介護保険料は高過ぎます。 

 基準額以下の世帯では、第８期よりも保険料は下がっていますけれども、第１０段階

以上で保険料が高くなった方もいらっしゃいます。それなのに、国は１０期に向けて更

なる社会保障費の削減、介護保険の改悪を狙っています。太子町として、国・府に公費

負担で保険料、利用料を引き下げ、安心して利用できる介護制度とするよう要望するこ

とを強く求めて、意見をつけて賛成の討論といたします。 

 終わります。 

○中村委員長 ほかにございませんか。 

（「なし」の声あり） 

○中村委員長 ないようでございますので、討論を終わります。 

 お諮りいたします。 

 認定第５号を原案どおり認定することにご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○中村委員長 ご異議なしと認めます。 

 よって、認定第５号、令和６年度太子町介護保険特別会計歳入歳出決算認定について

は、原案どおり認定することに決しました。 

 これにて暫時休憩といたします。再開は１３時といたします。よろしくお願いいたし

ます。 
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午後 ０時０８分 休 憩 

                                       

午後 ０時５８分 再 開 

○中村委員長 それでは、再開いたします。 

 次に、認定第６号、令和６年度太子町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認定につ

いて、これを議題といたします。 

 本件について、説明を求めます。 

○嚨野保険医療課長 認定第６号、令和６年度太子町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決

算認定について、内容のご説明を申し上げます。 

 ファイルナンバー０３０６０１後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認定についてを

ご覧ください。０３０６０１後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認定についてでござ

います。 

 それでは、まず、附属説明資料で概要の説明を申し上げます。１頁目、下段をご覧く

ださい。 

 歳出でございます。歳出合計２億９千３３０万５千円で、対前年度比２千９８７万円、

１１.３％の増となっております。総務費でございますが、一般管理費・徴収費ともに

被保険者数の増加に伴う被保険者証の更新や保険料の本算定通知に係る郵送料が増加し

たことなどにより、一般管理費では対前年度比３０万７千円、１３.２％増の２６２万

９千円となっており、また、徴収費は前年度比６万４千円、３.９％増の１６９万５千

円となり、総務費全体では３７万１千円、９.４％増の４３２万４千円となっておりま

す。 

 次に、広域連合納付金ですが、前年度と比べまして２千９６０万円、１１.４％増の

２億８千８６４万８千円となっております。これは、令和６年度は保険料率の改定があ

ったことに加え、被保険者数の増加により保険料収入が大幅に増加したことによるもの

でございます。 

 次に、上段の表の歳入でございます。 

 歳入合計３億５７６万４千円で、対前年度比３千２３５万５千円、１１.８％の増と

なっております。 

 まず、保険料ですが、２億４千９２１万１千円。歳出の広域連合納付金で説明させて

いただきました内容と同様となりますが、令和６年度は保険料率の改定があったこと、
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また、被保険者数の増加に伴い、前年度と比べて３千５０万８千円、１３.９％の増と

なっております。 

 次に、一般会計繰入金ですが、４千６５５万８千円。対前年度比３３８万８千円、７.

８％の増となっております。増の要因としましては、保険基盤安定繰入金の保険料軽減

分で、前年度と比べて３０１万５千円、７.７％の増となっており、被保険者の増加や

軽減枠の拡大によるものでございます。 

 なお、歳入歳出差引額は１千２４５万９千円の黒字となっておりますが、これは３月

分の保険料収納相当額等であり、令和７年度に繰り越し、広域連合納付金として納付す

る財源等でございます。 

 それでは、次に、２頁になります。 

 ２の被保険者数の状況です。令和６年度末時点で２千２８９人となっており、前年度

より５１人、２.３％の増加となっております。 

 次に、３、保険料の収納状況でございますが、収納率のうち、年金からの特別徴収は

１００％で、普通徴収の現年度分は９９.３％、特別徴収と普通徴収の両方を合わせた

現年度合計で９９.７％の収納率となっております。また、表の中央の列、還付未済額

４２万２千５３３円につきましては、保険料収納後に移動や死亡等により保険料の還付

が発生しましたが、年度内に処理ができなかった分を計上しております。右隣の不納欠

損額は、令和６年度はございませんでした。 

 ４の保険料の賦課状況でございます。 

 まず、（１）保険料賦課料率等及び賦課限度額は、令和６年度は２年に１度の改定の

年であり、均等割が５万７千１７２円、所得割が１１.７５％、賦課限度額は８０万円

となっております。なお、令和７年度におきましても、同じ保険料率となります。 

 次に、（２）保険料軽減の状況ですが、７割、５割、２割に加えて、被用者保険の旧

被扶養者を加えた合計で、前年度に比べ６８人増の１千３９８人で、全体の６１.１％

の方が軽減を受けておられるという状況でございます。また、軽減後の１人当たりの保

険料は本算定時点で１０万７千４７０円でございます。 

 以上で、附属説明資料の説明を終わらせていただきます。 

 次に、決算書の歳出からご説明申し上げます。 

 決算書の３３６頁、３３７頁になります。 

 １款総務費、１項総務管理費、１目一般管理費、支出済額２６２万９千１７２円は、



－２４１－ 

被保険者証や限度額認定証の郵送料、電算システムに係る自治体クラウド利用料となっ

ております。 

 ２項徴収費、１目徴収費、支出済額１６９万４千７２９円は、納入通知書や督促状等

の印刷代及び郵送料のほか、納入通知書や保険料の納付確認書の作成及び封入封緘作業

等の業務委託料となっております。 

 ２款広域連合納付金、１項広域連合納付金、１目広域連合納金、支出済額２億８千８

６４万８千１７４円は、保険料及び保険料の軽減分として保険基盤安定繰入金を広域連

合へ納付しております。 

 ３款諸支出金、１項償還金及び還付加算金、１目保険料還付金、支出済額３３万３千

２７７円は、過年度分の保険料に係る還付金でございます。 

 歳出の説明は以上でございます。 

 次に、歳入でございます。３３４頁、３３５頁になります。 

 １款後期高齢者医療保険料、１項後期高齢者医療保険料、１目特別徴収保険料、収入

済額１億３千３４０万４２５円。 

 ２目普通徴収保険料、１節現年度分、収入済額１億１千５３６万４５０円。２節滞納

繰越分、収入済額４５万４２７円でございます。 

 ２款使用料及び手数料、１項手数料、１目督促手数料、収入済額１万３千１００円と

なっております。 

 ３款繰入金、１項一般会計繰入金、１目事務費繰入金、収入済額４３１万８０１円は、

歳出の総務費に充当しております。 

 ２目保険基盤安定繰入金、収入済額４千２２４万６千８９８円は、政令軽減を受けて

いる被保険者の保険料軽減額分を一般会計から繰り入れているものでございます。 

 ４款繰越金、１項繰越金、１目繰越金、収入済額９９７万４千２４７円は、令和５年

度からの繰越金でございます。 

 ５款諸収入、２項雑入、１目雑入、収入済額７千６００円につきましては、保険料の

延滞金でございます。 

 令和６年度太子町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の説明につきましては、以上

でございます。何とぞよろしくご審議の上、ご認定賜りますようよろしくお願い申し上

げます。 

○中村委員長 ただいま、説明がありました。 
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 これより質疑を行います。 

 質疑ございませんか。 

○西田委員 国保、介護について、後期なんですけれども、保険料が高い、これは全部に

言わせてもらいますけれども、大阪府、全国で何番目に高い保険料か、お分かりでした

ら教えてください。 

○嚨野保険医療課長 後期高齢者医療制度の令和６・７年度の保険料率等につきまして、

被保険者１人当たりで計算させていただきますと、大阪府に関しましては全国で５番目

ということになっております。 

○西田委員 国民健康保険は１人当たり全国トップ、この後期は全国５番目。大阪府に住

んでいるというだけでそれだけのお金がかかって、介護保険料は頑張って１００円引下

げで始まりましたが、全国的に見て６千超えというのは決して安くないという中で、こ

の後期を払っていらっしゃると、高齢の方が。 

 軽減がかかっているのが６１.２％か。だから、もうこれだけの方が、そらそうです

よね、ほとんどが年金暮らしの方で、何らかの軽減がかかっているって。だけど、保険

料が上がり続けていて、これも保険料を引き下げるというの、これ以上上げない努力な

んかを国が、府がしているんでしょうか。 

○嚨野保険医療課長 後期高齢者医療保険料に関しましての料率に関しましても、大阪府

の後期高齢者広域連合が変動要因などを加味しまして、毎年制度改正に関わる変更等、

１人当たりの医療費給付費の伸びに関しましても余剰金の活用などをさせていただいて、

低く抑えるようにしていると考えております。 

○西田委員 低く抑えて、頑張って、頑張っているかどうかちょっとよう分かれへんねけ

ど、それでも全国で５番目ということで、本当にこの高過ぎる保険料をどうするんやと

いうのを、何でもやけど、制度そのままがちがちに決めたら下がらんのやったら、制度

そのものをもっと住民に優しく、国民に優しい制度にしていかなあかんということなの

で、本当に窓口にいてて、後期はちょっと窓口にいても分かりづらいところがあります

けれども、住民さんのしんどさは一番よく感じられる場所やと思いますので、声を上げ

る、そのことから始めるしかないので、職員さんには、これで大変やということだけは

伝えていただきたいと思うので、よろしくお願いします。 

○中村委員長 ほかにございませんか。 

（「なし」の声あり） 



－２４３－ 

○中村委員長 ないようでございますので、質疑を終わります。 

 討論に入ります。討論ございませんか。 

 討論を許します。 

○岡野委員 認定第６号、令和６年度太子町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認定に

ついて、反対の立場で討論を行います。 

 歳入総額３億５７６万３千９４８円、歳出総額２億９千３３０万５千３５２円、歳入

歳出差引額及び実質収支とも１千２４５万８千５９６円の黒字決算になっています。 

 年金は上がらず、物価高騰が続く中、７５歳以上の平均収入は過半数以上が１５０万

未満で、ほとんどの高齢者の暮らしは大変です。 

 ところが、後期高齢者医療制度は、２０２２年１０月から７５歳以上で一定の所得が

ある高齢者の医療費窓口負担は１割から２割へと２倍になり、約２割の高齢者が対象に

なりました。高齢者を更に追い詰め、長生きへのペナルティとも言える大改悪でした。 

 更に、健康保険法等改定されたことにより、年収が１５３万を超える７５歳以上の後

期高齢者の医療保険料が大幅に引き上げられました。月１３万円の年金暮らしの高齢者

に生活の余裕などありません。高齢者の多くは定期的に受診が必要な病気を抱え、貯蓄

や生活費を削り、何とか受診しており、重い負担の保険料をこれ以上引き上げることは

高齢者の命を脅かすもので、到底容認できません。 

 重大なのは、高齢者の負担増は後期高齢者医療保険医療増だけにとどまらないことで、

介護保険料も上昇しており、本来は命を守る社会保障が高齢者の暮らしを圧迫し、命を

脅かしています。 

 ７５歳以上の人を後期高齢者として７４歳以下の人と切り離し、多くの病気を抱える

ハイリスクの高齢者だけを一まとめにした世界に例を見ない高齢者いじめの制度は廃止

し、お金の心配なく医療にかかることができる制度への転換を求め、反対の討論といた

します。 

○中村委員長 ほかにございませんか。 

 討論を許します。 

○早瀬委員 認定第６号、令和６年度太子町後期高齢者医療特別会計決算認定について、

賛成の立場で意見を述べます。 

 後期高齢者医療制度は、急速に進む高齢化社会において増大する医療費に対応し、将

来にわたり持続可能な社会保障制度を確立することを目的に設けられております。 



－２４４－ 

 本制度は、府内の市町村で構成する広域連合が主体となって運営され、本町において

も保険料の徴収や各種給付事務が適正に執行されております。 

 令和６年度決算におきましても、後期高齢者が安心して必要な医療を受けられるよう

給付が着実に行われているなど、後期高齢者医療制度の趣旨に則り、関係法令等に基づ

き事業を適切に運営している点は、評価できるものと考えます。 

 今後におきましても、大阪府後期高齢者医療広域連合との連携を一層密にし、適切な

制度の運営に努められることを要望しまして、本決算の賛成討論といたします。 

○中村委員長 ほかにございませんか。 

（「なし」の声あり） 

○中村委員長 ないようでございますので、討論を終わります。 

 採決いたします。 

 認定第６号を認定することに賛成の方の起立を求めます。 

（起立６名・反対２名） 

○中村委員長 起立６名、反対２名。 

 よって、認定第６号、令和６年度太子町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認定に

ついては、認定とすることに決しました。 

 次に、議案第３０号、令和７年度太子町国民健康保険特別会計補正予算（第１号）、

これを議題といたします。 

 本件について説明を求めます。 

○嚨野保険医療課長 それでは、議案の説明をさせていただきます。 

 議案第３０号、令和７年度太子町国民健康保険特別会計補正予算（第１号）について、

内容のご説明を申し上げます。 

 ファイルナンバー０６３００１、令和７年度太子町国民健康保険特別会計補正予算

（第１号）をご覧ください。０６３００１、令和７年度太子町国民健康保険特別会計補

正予算（第１号）でございます。 

 令和７年度太子町国民健康保険特別会計補正予算書の１頁をお願いします。 

 第１条第１項、予算の総額でございます。 

 既定の歳入歳出予算の総額にそれぞれ３千１２９万２千円を追加し、予算の総額を歳

入歳出それぞれ１４億８千５７８万円とするものでございます。 

 歳出予算から説明させていただきます。補正予算書の８頁、９頁をお願いいたします。 



－２４５－ 

 １款総務費、２項徴収費、１目賦課徴収費、補正額５９６万２千円の増額は、事業別

区分１の賦課徴収事業で、令和８年度に施行されます子ども・子育て支援金制度に向け

た電算機器・プログラム変更委託料でございます。 

 ５款基金積立金、１項基金積立金、１目財政調整基金積立金、補正額１千８６３万７

千円の増額は、事業別区分１の財政調整基金積立金で、前年度繰越金確定に伴い計上す

るものでございます。 

 ７款諸支出金、１項償還金及び還付加算金、２目償還金、補正額１３８万４千円の増

額は、事業別区分１の償還金で、交付金・補助金の確定に伴う国・府への返還金を計上

するものでございます。 

 同じく７款諸支出金、２項繰出金、１目一般会計繰出金、補正額５３０万９千円の増

額は、事業別区分１の一般会計繰出金事業で、出産育児一時金繰入事業に係る精算によ

り一般会計へ繰り戻すものでございます。 

 歳出につきましては、以上でございます。 

 続きまして、歳入についてご説明申し上げます。恐れ入ります。補正予算書の６頁、

７頁をお願いいたします。 

 ６款繰入金、２項基金繰入金、１目財政調整基金繰入金、補正額５３０万９千円の増

額は、１節財政調整基金繰入金で、歳出に計上しております一般会計繰出金の出産育児

繰入金の精算に係る財源措置でございます。 

 ７款繰越金、１項繰越金、１目繰越金、補正額２千２万１千円の増額は、令和６年度

からの繰越金でございます。 

 ９款国庫支出金、１項国庫補助金、２目システム開発費等補助金、補正額５９６万２

千円、２節子ども・子育て支援事業費補助金で、歳出に計上いたしました電算機器・プ

ログラム変更委託料の財源でございます。補助率は１０分の１０でございます。 

 以上が、議案第３０号、令和７年度太子町国民健康保険特別会計補正予算（第１号）

の内容の説明でございます。何とぞよろしくご審議の上、ご議決賜りますようお願い申

し上げます。 

○中村委員長 ただいま説明がありました。 

 これより質疑を行います。 

 質疑ございませんか。 

○斧田委員 ただいま説明いただきましたように、今日午前中に認定された決算に伴って



－２４６－ 

資金整理をするための令和７年度のための補正予算ということでよろしいでしょうか。 

○嚨野保険医療課長 委員おっしゃるとおり、国・府の支出金であったりと、精算するた

めの補正予算でございますが、その中で１点、歳出でもご説明さしあげました事業区分

１の賦課徴収事業で、令和８年度に施行されます子ども・子育て支援金制度に向けた電

算機器・プログラム変更委託料だけは、これからの事業の分でございます。 

○斧田委員 どうもありがとうございます。 

○中村委員長 ほかに。 

○西田委員 今おっしゃった令和８年度から始まる子ども・子育て支援金制度、これに係

るプログラム変更やから、それ、１０分の１０やから、それはそれでいいんですけど、

この内容、何をしようとしていて、その準備なんですか。 

○嚨野保険医療課長 国で、子ども・子育て支援制度というのが始まりまして、令和８年

度から国民健康保険料等々と合わせて納付していただく子ども・子育て支援金という制

度が始まります。その保険料を集めるためのシステム改修費の費用でございます。 

○西田委員 そうやんね。国やったら何て言ってるかといったら、こども未来戦略、子ど

もを持つことを希望する方が安心して子どもを産み育てることができる社会の実現を目

指しています。それで支援金制度をつくったと。 

 いや、それはいいんですけれども、これ、国保出て、この後、後期にも出てくるとい

うことは、いやいや、それはプログラムはいいんですけど、そのお金は国が全額見てく

れてのプログラムを今整えているんですか。 

○嚨野保険医療課長 この後、後期高齢者医療特別会計の補正予算でも同じようにシステ

ム改修費を計上しております。これにつきましては、保険料を徴収するための準備のシ

ステム改修となっており、資金は国から１０分の１０で補助は出ております。 

○西田委員 そうやってプログラム整備するの、マイナンバーカードでも一緒ですけど、

やってくれるから、せなあかんし、せえと言うからにはお金を出すのは当たり前で、１

０分の１０出すのはいいんやけれども、支援金て、助けてくれるのはとてもありがたい

んやけれども、国が全額このシステムに１０の１０を出すみたいに支援金も１０の１０

出してくれたらいいんやけれども、どうもそうではないような気がするんやけど、大体、

一体支援金てどれぐらいのことを計算している。そんなことまで分かりますか。 

 何にしろ、お金を取られるんやんね、この後。 

○嚨野保険医療課長 子ども・子育て支援に関する保険料自体の試算等はございまして、



－２４７－ 

国が出しているんですけれども、国民健康保険で申し上げますと、１人当たり２５０円

の負担になります。 

 それ以外のお金が入っているかどうかなんですけれども、加速化プランの財源という

ことで、歳出改革の徹底等をすることにより、保険料としましては後期高齢者医療保険

もそうですし、我々共済もそうなんですけれども、協会けんぽの方も負担いただくこと

とはなっております。 

 申し訳ないです、それ以外の財源については、ちょっと今、持ち合わせておりません。 

○西田委員 今回の補正はプログラム整備ですというから、それで置いときますけれども、

これ、動き出したときに、今言うたようなお金、子ども・子育てに係る支援金が、何や、

医療保険制度ごとに違うみたいなことも言いながら、だから、保険の国保が一番負担が

多い中で、それぞれ違うというて、負担率が、この後ね、国保が一番高くなるのと違う

かというような話もありますので、またそういう詳しいことが出てきたときにお話は聞

かせていただきますが、何しろ高いよって、国保も高いよ、後期も高いよと言ってるの

に、更に高くなる制度というか、支援金という形で押しつけてくるという中の１つやな

と理解しております。 

 以上です。 

○中村委員長 ほかにございませんか。 

（「なし」の声あり） 

○中村委員長 ないようでございますので、質疑を終わります。 

 討論に入ります。討論ございませんか。 

（「なし」の声あり） 

○中村委員長 ないようでございますので、討論を終わります。 

 お諮りいたします。 

 議案第３０号を原案どおり可決することにご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○中村委員長 ご異議なしと認めます。 

 よって、議案第３０号、令和７年度太子町国民健康保険特別会計補正予算（第１号）

は原案どおり可決することに決しました。 

 次に、議案第３１号、令和７年度太子町介護保険特別会計補正予算（第１号）、これ

を議題といたします。 



－２４８－ 

 本件について説明を求めます。 

○嚨本福祉介護課長 議案第３１号、令和７年度太子町介護保険特別会計補正予算（第１

号）についてご説明申し上げます。 

 ファイルナンバー０６３１０１、補正予算書の１頁をご覧ください。 

 第１条第１項、既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ７６６万３千円を追加

し、予算総額を１４億７千２６３万８千円に増額補正するものです。 

 それでは、８頁の歳出から説明させていただきます。 

 ４款基金積立金、１項基金積立金、１目介護給付費準備基金積立金、補正額３１２万

９千円は、地方財政法第７条の規定に基づき、令和６年度の決算剰余金の２分の１に相

当する額を積み立てるものです。 

 ６款諸支出金、１項償還金及び還付加算金、３目償還金、補正額４５３万４千円は、

前年度の介護給付費負担金等の精算に伴うもので、国へ返還いたします。 

 続きまして、歳入ですが、６頁をご覧ください。 

 ３款国庫支出金、１項国庫負担金、１目介護給付費負担金、補正額１７１万円。 

 ４款支払基金交付金、１項支払基金交付金、２目地域支援事業支援交付金、補正額２

万２千円。 

 ５款府支出金、１項府負担金、１目介護給付費負担金、補正額２３１万５千円。 

 以上は、前年度介護給付費及び地域支援事業の交付金が確定したことに伴い、国支払

基金、大阪府よりそれぞれ追加交付を受けるものです。 

 ７款繰入金、１項一般会計繰入金、４目低所得者保険料軽減繰入金、補正額２３万８

千円、ここでは、前年度低所得者保険料軽減負担金の精算交付に伴う繰入れを行ってい

ます。 

 同款２項基金繰入金、１目介護給付費準備基金繰入金、補正額２８７万７千円の減額

は、本補正予算に要する財源を調整した結果、不要と見込まれる繰入金を見積もったも

のです。 

 ８款繰越金、１項繰越金、１目繰越金、補正額６２５万５千円、この科目では、令和

６年度決算剰余金を予算計上しております。 

 以上で、本件内容の説明を終わります。何とぞよろしくご審議の上、ご議決賜ります

ようお願い申し上げます。 

○中村委員長 ただいま説明がありました。 



－２４９－ 

 これより質疑を行います。 

 質疑ございませんか。 

○西田委員 気がついていなかっただけかもしれないんですけど、歳入とありながら、マ

イナスがつくこともあるんですね。 

○嚨本福祉介護課長 今回のマイナスにつきましては、基金の繰入れのマイナスというこ

とで、当然財源が足りなければ、一般会計でもそうですけれども、財政調整基金なりと

いうところで財源の手当てをして、予算調整いたしますが、今回のように、財源の歳入、

歳入の中に国庫支出金であったりとかという財源が確保できる場合は、繰り入れておっ

た、財源不足のために繰り入れておった基金からの繰入れをまた基金に戻すというよう

なことがたまに起こります。 

 以上です。 

○中村委員長 ほかにございませんか。 

（「なし」の声あり） 

○中村委員長 ないようでございますので、質疑を終わります。 

 討論に入ります。討論ございませんか。 

（「なし」の声あり） 

○中村委員長 ないようでございますので、討論を終わります。 

 お諮りいたします。 

 議案第３１号を原案どおり可決することにご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○中村委員長 ご異議なしと認めます。 

 よって、議案第３１号、令和７年度太子町介護保険特別会計補正予算（第１号）は、

原案どおり可決することに決しました。 

 次に、議案第３２号、令和７年度太子町後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号）

について、これを議題といたします。 

 本件について、説明を求めます。 

○嚨野保険医療課長 それでは、議案の説明をさせていただきます。 

 議案第３２号、令和７年度太子町後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号）につい

て、内容のご説明を申し上げます。 

 ファイルナンバー０６３２０１、令和７年度太子町後期高齢者医療特別会計補正予算



－２５０－ 

（第１号）をご覧ください。０６３２０１、令和７年度太子町後期高齢者医療特別会計

補正予算（第１号）でございます。 

 令和７年度太子町後期高齢者医療特別会計補正予算書の１頁をお願いいたします。 

 第１条第１項、予算の総額でございます。 

 既定の歳入歳出予算の総額にそれぞれ１９２万５千円を追加し、予算の総額を歳入歳

出それぞれ３億６４０万円とするものでございます。 

 歳出予算から説明させていただきます。補正予算書の８頁、９頁をお願いいたします。 

 １款総務費、２項徴収費、１目徴収費、補正額１９２万５千円の増額は、事業別区分

１の徴収事業で、国民健康保険特別会計でも計上いたしました令和８年度に施行されま

す子ども・子育て支援金制度に向けた電算機器・プログラム変更委託料でございます。 

 歳出につきましては、以上でございます。 

 続きまして、歳入について、ご説明申し上げます。恐れ入りますが、補正予算書の６

頁、７頁をお願いいたします。 

 ６款国庫支出金、１項国庫補助金、１目システム開発費等補助金、補正額１９２万５

千円、１節子ども・子育て支援事業費補助金で、歳出に計上いたしました電算機器・プ

ログラム変更委託料の財源でございます。補助率は１０分の１０でございます。 

 以上が、議案第３２号、令和７年度太子町後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号）

の内容の説明でございます。何とぞよろしくご審議の上、ご議決賜りますようお願い申

し上げます。 

○中村委員長 ただいま説明がありました。 

 これより質疑を行います。 

 質疑ございませんか。 

○西田委員 先ほどと一緒で、全額入ってくるということで、まあ、そうなんという話や

ねんけれども、何となくプログラム変更というたら、ソフトだけ変えて、ちょっと画面

が変わるかなというイメージやねんけど、職員さんがこの変更で仕事が、その変更する

ことによって増えるとかそういうのはないんですか。 

○嚨野保険医療課長 システム改修をすることによりまして、今後増える子ども・子育て

支援金の負担割合等の計算等を自動でしてくれることになりますので、システム改修し

なければ自分でしなければいけないと思いますと、負担は軽くなるかなと考えられます。 

○中村委員長 ほかにございませんか。 



－２５１－ 

（「なし」の声あり） 

○中村委員長 ないようでございますので、質疑を終わります。 

 討論に入ります。討論ございませんか。 

（「なし」の声あり） 

○中村委員長 ないようでございますので、討論を終わります。 

 お諮りいたします。 

 議案第３２号を原案どおり可決することにご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○中村委員長 ご異議なしと認めます。 

 よって、議案第３２号、令和７年度太子町後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号）

は、原案どおり可決することに決しました。 

 以上で、本委員会に付託されました案件は終了いたしました。 

 よって、これにて、委員会を閉会させていただきます。 

 本日はどうもご苦労さまでした。 

午後 １時４０分 閉 会 
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